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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 

売上高 （千円） 33,769,133 31,587,233 24,440,798 20,525,607 15,974,234 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） 504,420 △105,901 △68,539 △137,067 69,360 

親会社株主に帰属する当

期純利益又は親会社株主

に帰属する当期純損失

（△） 

（千円） 344,500 △342,266 △150,347 △370,943 156,114 

包括利益 （千円） 340,072 △368,796 △167,099 △431,364 154,228 

純資産額 （千円） 7,500,436 6,081,481 5,834,923 5,324,239 5,598,825 

総資産額 （千円） 10,245,716 8,467,579 7,823,302 7,126,481 6,950,023 

１株当たり純資産額 （円） 315.86 295.32 283.73 261.00 263.42 

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△） 

（円） 14.43 △15.80 △7.59 △18.73 7.59 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） 14.30 － － － － 

自己資本比率 （％） 70.7 69.1 71.8 72.5 78.3 

自己資本利益率 （％） 4.8 △5.2 △2.6 △7.2 2.9 

株価収益率 （倍） 23.7 △18.2 △34.3 △12.2 28.9 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 303,189 △379,418 1,007,086 △4,316 762,669 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △514,333 580,416 △435,688 △38,165 △88,635 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △469,443 △1,144,118 △473,018 △190,787 19,792 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） 3,213,523 2,270,402 2,368,782 2,146,032 2,841,292 

従業員数 （名） 516 454 376 300 241 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第30期、第31期及び第32期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失金額であるため、記載しておりません。また、第33期における潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記

載しておりません。 
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 

売上高 （千円） 1,169,753 665,131 591,912 548,949 428,271 

経常利益 （千円） 660,266 95,854 90,375 85,639 41,205 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
（千円） 612,722 △28,840 51,575 206,869 123,014 

資本金 （千円） 2,816,009 2,816,034 2,816,034 2,816,034 2,816,034 

発行済株式総数 （株） 24,086,909 24,087,009 24,087,009 24,087,009 24,087,009 

純資産額 （千円） 5,364,399 4,285,401 4,257,519 4,385,069 4,628,440 

総資産額 （千円） 6,103,868 4,978,757 4,925,274 4,907,018 5,076,638 

１株当たり純資産額 （円） 233.87 216.24 214.85 221.29 223.77 

１株当たり配当額 （円） 4.0 4.0 4.0 4.0 － 

（内１株当たり中間配当

額） 
（円） (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△） 

（円） 25.66 △1.33 2.60 10.44 5.98 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） 25.44 － － － － 

自己資本比率 （％） 87.8 86.0 86.4 89.3 91.1 

自己資本利益率 （％） 11.8 △0.6 1.2 4.7 2.7 

株価収益率 （倍） 13.3 △216.5 100.3 21.9 36.6 

配当性向 （％） 27.70 △25.30 153.84 38.31 － 

従業員数 （名） 26 25 22 26 24 

株主総利回り （％） 50.9 43.5 40.1 36.0 34.6 

（比較指標：日経平均株

価） 
（％） (87.3) (98.5) (111.7) (110.5) (98.5) 

最高株価 （円） 699 331 317 303 497 

最低株価 （円） 309 262 233 151 210 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第30期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失金額であるため、記載しておりません。 

３ 第31期、第32期及び第33期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４ 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）の市場相場を記載しております。
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２【沿革】

年月 概要 

1987年12月 株式会社エイジーエイとして東京都葛飾区に設立、中古車仕入、販売業を開始。 

1988年７月 事業拡大のため、商号を株式会社オートガーデンアソシエーションに変更。 

1992年４月 本社を千葉県市川市に移転。 

1993年12月 商号を株式会社ジャックに変更。 

1994年１月 本社を東京都中央区に移転。 

1994年４月 本社内にテレマーケティングセンターを設置し、電話による顧客情報の収集及び営業活動の支援開始。 

1996年２月 大阪市西区に大阪本部を新設。 

1996年３月 有限会社日本中古車査定センターより、「日本中古車査定センター」の商標を買取り、中古車仕入部門

を強化。 

1996年９月 日本エーエム株式会社の株式1,648,000株（発行済株式の50.86％）を取得。 

1997年４月 株式の額面金額を１株50,000円から１株500円に変更するため形式上の存続会社藤博株式会社（東京都中

央区所在）と４月１日を合併期日として合併。 

〃 日本エーエム株式会社の第三者割当株式500,000株を取得（発行済株式の57.43％を保有）。 

1999年２月 店頭登録銘柄として日本証券業協会に株式を登録。 

1999年11月 東京証券取引所第二部に上場。 

2000年２月 子会社として株式会社ジャックリアルエステートを設立。 

2000年９月 商号をジャック・ホールディングス株式会社に変更。 

〃 子会社、日本エーエム株式会社が商号を株式会社デジ・ネットに変更。 

2000年10月 本社を東京都新宿区に移転。 

2001年１月 子会社、株式会社デジ・ネットと１：0.25の比率で合併し、資本金14,470,425千円、発行済株式総数

13,578,500株となる。 

2005年９月 株式会社ライブドアが、当社株式112,754,000株を取得、加えて伊藤忠エネクス株式会社より当社株式

7,599,600株を譲受け、その結果発行済株式の51.00％を取得し当社親会社となる。 

2006年１月 商号を株式会社ライブドアオートに変更。 

2006年３月 子会社、株式会社ジャックリアルエステートを吸収合併。 

2006年８月 商号を株式会社カーチスに変更。 

2007年１月 株式会社ソリッドアコースティックスが、当社株式120,353,700株を取得、その結果発行済株式の

51.00％を取得し当社親会社となる。 

2007年２月 株式会社ソリッドアコースティックスが、当社株式13,987,800株を取得、その結果発行済株式の56.93％

を保有。 

2007年４月 本社を東京都港区に移転、商号を株式会社ソリッドグループホールディングスに変更。 

2007年７月 株式会社レジラの株式28,510株を取得、100％子会社化。 

2007年10月 株式会社ソリッドアコースティックスの当社株式の保有数が115,028,800株(議決権比率48.74％)になっ

たことで、当社の「親会社」から「その他の関係会社」となる。 

2007年11月 株式会社ソリッドアコースティックスの株式66,360株(100％)を、株式会社KG ホールディングスがQ`on 

Limited に譲渡したことで、当社の「親会社等の主要株主である筆頭株主」が異動。 

2007年12月 株式会社ケン・エンタープライズが、公開買付により当社株式114,409,200株を取得、議決権割合

48.48％を保有する当社の「その他の関係会社」及び主要株主となる。 

〃 株式会社ケン・エンタープライズが、当社株式3,700,000株を追加取得、議決権割合50.05%を保有する当

社の親会社となる。 

2008年６月 株式会社ケン・エンタープライズの会社分割（新設分割）により、株式会社ガルガンチュア・アセッ

ト・マネジメントが当社の親会社となる。 

2008年８月 商号を株式会社カーチスに変更。 

〃 子会社レジラの商号を株式会社日本中古車査定センターに変更。 

2008年11月 株式会社ガルガンチュア・アセット・マネジメントと株式会社ＭＡＧねっとの合併（吸収合併）によ

り、株式会社ＭＡＧねっとが当社の親会社となる。 

2008年12月 

2009年１月 

新設分割し、純粋持株体制へと移行し、商号を株式会社カーチスホールディングスに変更。 

株式会社Ｔ・ＺＯＮＥコールセンター（現:株式会社カーチスコールセンター）の株式1,300株を取得、

100％子会社化。 
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年月 概要 

2009年２月 日本振興銀行株式会社が、当社株式118,100,000株を取得、議決権割合50.13％を保有する当社の親会社

となる。 

2009年５月 株式会社カーチスリンク（現：株式会社カーチス）を設立。 

〃 株式会社タカトクの第三者割当増資を引受け、株式1,700株（発行済株式の51.05％）を取得、子会社

化。 

2009年６月 親会社の日本振興銀行株式会社がその他の関係会社及び主要株主となる。 

2010年１月 日本振興銀行株式会社がレスポワール投資事業有限責任組合に当社株式を譲渡したことにより、その他

の関係会社及び主要株主が異動。 

2010年２月 委員会設置会社に移行。 

2011年10月 株式会社タカトクの株式1,460株を追加取得したことにより、発行済株式数の94.89％を保有。 

2012年９月 ＫＡＢホールディングス合同会社が、当社株式を56,749,700株を取得し、議決権割合24.05％を保有する

当社のその他の関係会社及び主要株主となる。 

2013年２月 株式会社カーチスを存続会社とし、株式会社カーチス倶楽部を消滅会社とする吸収合併を実施。 

2013年８月 

2014年４月 

 

2014年７月 

2014年11月 

 

2016年４月 

 

2018年４月 

ＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）を刷新し、新コンセプトでの店舗展開を開始。 

株式会社アーバン（現：株式会社カーチス九州販売）の第三者割当増資を100％減資ののち全株式を引受

け、完全子会社化。 

株式会社アガスタの株式を3,000株（発行済株式の50.00％）を取得し、持分法適用関連会社化。 

株式会社アガスタの第三者割当増資を引受け、保有株式が6,001株（発行済株式の66.67％）となり、連

結子会社化。 

株式会社カーチスを存続会社とし、株式会社カーチスコールセンターを消滅会社とする吸収合併を実

施。 

株式会社カーチスを存続会社とし、株式会社カーチス九州販売を消滅会社とする吸収合併を実施。 

2020年１月 青島新華錦汽車貿易有限公司との合弁会社である青島新馳汽車有限公司を設立。(出資比率33.34％) 
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３【事業の内容】

 当社グループは当社と連結子会社３社及び関連会社１社より構成されており、その主な事業内容は、中古車の買取、

販売、輸出及び自動車部品の販売等を行う自動車関連事業であります。

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け、並びに当社グループを構成している主な各

会社間の取引の概要は以下の図のとおりであります。

 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、

これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなり

ます。

 ［事業系統図］

 

 

 

（注）青島新馳汽車有限公司は、2020年１月７日付で設立され、当社の持分法適用関連会社となっております。 
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４【関係会社の状況】

(１）連結子会社

名称 住所 
資本金又は

出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

株式会社カーチス（注1）（注2） 東京都千代田区 100 自動車関連事業 100.0
特定子会社 
役員の兼務あり 

株式会社タカトク 東京都江戸川区 93 自動車関連事業 94.9
自動車部品・用品の仕入 
役員の兼務あり 

株式会社アガスタ 東京都千代田区 100 自動車関連事業 66.7
自動車輸出 
役員の兼務あり 

（注）１ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えていますが、当

連結会計年度におけるセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上

高又は振替高を含む)の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しています。

２ 特定子会社に該当しております。

 

(２）持分法適用の関連会社

名称 住所 
資本金又は

出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の被所有割合 

（％） 
関係内容 

青島新馳汽車有限公司 
中華人民共和国 

青島市 100
中古車および関連

部品の輸出 33.34 役員の兼務あり 

(注) 青島新馳汽車有限公司は、当連結会計年度において新たに設立したため、持分法適用の関連会社に含めておりま

す。 

 

(３）その他の関係会社

名称 住所 
資本金又は

出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の被所有割合 

（％） 
関係内容 

株式会社レダグループホールディ

ングス 
東京都千代田区 100

有価証券の保有 
及び管理 

経営コンサルタン

ト 

43.5

（4.2） 
役員の兼務あり 

（注） 議決権の被所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合の内数であります。

 

５【従業員の状況】

(１）連結会社の状況

  （2020年３月31日現在） 

セグメントの名称 従業員数（名） 

自動車関連事業 217 

全社（共通） 24 

合計 241 

（注）１ 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外部への出向者を除く）であります。

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない本社部門に所属している

従業員数であります。

３ 従業員数が前事業年度末に比べ59名減少したのは、経営の合理化によるものであります。

 

(２）提出会社の状況

      （2020年３月31日現在） 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

24 41.4 5.6 4,667 

（注）１  従業員数は就業人員数であります。

２ 平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

 

(３）労働組合の状況

 組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(１)会社の経営の基本方針

当社及び当社グループは、お客様の価値観を尊重し、迅速且つ適切なサービス提供を心掛け、常に顧客満足を追

求しております。また、地域に密着し、環境保護に取り組みながら、地域社会・経済の発展に貢献する企業活動を

推進しております。

また、社名である「CARCHS」には、「人と人をクルマ（CAR）で繋ぐ架け橋（ARCH）」でありたいという思いを

込めており、当社を含むグループ会社の従業員一人ひとりが、常に消費者に、より質の良い商品・サービスを提供

するための「架け橋」でありたいと考えて行動することが、企業価値及び株主価値の向上に繋がり、顧客、株主及

び従業員の利益に資するという認識の下、経営に取り組んでまいります。

 

(２)目標とする経営指標

当社および当社グループは、事業の継続的な発展に注力し、売上高、営業利益、売上高営業利益率の向上を指標

として安定的な成長と株主価値を高める努力を続けてまいります。

 

(３)中長期的な会社の経営戦略

①オートオークション販売依存のビジネスモデルから脱却し、お客様から仕入れた良質な車両を次のお客様へ直接

小売販売する『買取直販』をより推進してまいります。

②多様化するお客様のニーズに対応するため、レンタカー事業や他社との提携によるカーリース事業の開始、ま

た、決済手段のひとつとして仮想通貨決済を導入するなど、新しい商品・サービスを提供していきます。 

③カーチス倶楽部事業を通じて、カーチス倶楽部会員様との連携を深め、お互いの利益向上と自動車関連事業にお

ける多様な機能を備えたカーライフのトータルソリューションカンパニーへの成長を目指します。 

④中古車輸出事業を運営する株式会社アガスタを通じて、新興国を中心に世界的な中古車流通網を構築し、輸出先

諸国での知名度向上、シェア拡大を図り、積極的に海外輸出事業の拡大を推進します。 

⑤ＡＩなどの最新技術を取り入れて業務の効率化を進めてまいります。 

 

(４)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社グループは、さらなる成長を実現するため、次の課題に重点的に取り組んでまいります。 

①顧客ファーストの追求 

当社グループは、『顧客ファースト』を掲げており、オートオークション依存のビジネスモデルから脱却し、

利益率の高い小売販売にシフトしている状況であります。お客様のニーズが多様化しているなかで、ローン、リ

ース、レンタカー、メンテナンスパッケージ、車検パック、保険、仮想通貨決済など、当社グループ全社を挙げ

て様々なサービスを拡充し、価値のある商品、質の高いサービスを提供することで、お客様からの信頼と支持を

いただけるよう取り組んでまいります。 

②関係性の強化 

大型販売センターへ良質な商品を供給すべく買取店との連携強化を図り、「買取直販」の営業施策を進めてお

ります。さらに、ＡＩを含めた最新技術を取り入れて査定業務等の効率化を進め、生産性の向上を図ってまいり

ます。 

また、お車を売りたいお客様と買いたいお客様を直接結びつけることによって乗り換えの要望に対応し、イン

ターネットでの販売を拡大していきます。 

さらに、カーチス倶楽部会員との連携及び会員同士の関係性を深め、WIN-WINの関係を強化することにより取

引の拡大を図ってまいります。 

③店舗数の拡大 

新規出店及びＭ＆Ａなどにより、店舗数の拡大を図り、売上の向上に取り組んでまいります。 

④海外事業戦略の拡大 

中国に設立した合弁会社の事業を具体的に発展させていくとともに、国内大手輸出業者との関係性をより深め

ていくことにより、世界的規模で中古車を取り扱うグローバルインターネットプラットフォーム

「PicknBuy24.com」をさらに強化し、アジアからヨーロッパなど全世界へ向けた事業展開を目指してまいりま

す。 

⑤コーポレート・ガバナンス体制の強化 

当社は、経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおり、コーポレ

ート・ガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に係る方針を明確にしております。 

体制強化の一環として、当社は経営監督機能と業務執行機能を分離させる指名委員会等設置会社を採用してお

ります。また、当社グループとして、各社の意思決定から店舗のオペレーションに至るまで、コンプライアンス

部および内部監査部にて、各種法令・規程等の遵守状況について指導・監査を実施しております。 

さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成

する監査委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構

築してまいります。 
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２【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 

（１）経済情勢等に関するリスク 

 日本その他の主要国において景気後退等による経済不振は、企業業績の悪化や輸出の減少を通して、消費者需

要に影響を及ぼす可能性があります。低迷する経済情勢の下では、消費者が買い控えを行い、又は低価格帯商品

を志向する可能性があります。加えて、新型コロナウィルス感染症等の状況により、外出自粛等による客数の減

少や、営業活動の短縮があった場合等、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

（２）法令等の遵守に関するリスク

①当社グループは、日本・韓国を含むアジア、オセアニア、その他当社グループが事業を行う地域において、

様々な法令による規制を受けています。よって、日本法及び外国法における年式規制、排ガス規制等を遵守す

る必要があります。当社グループが事業に関係のある法令等に違反した場合、当社グループの信用が失われる

だけでなく、厳格な罰則又は多額の損害を伴う規制上の処分又は私法上の訴訟提起が行われる可能性がありま

す。更に、当該法令等の内容の改正や解釈の変更がなされた場合、コンプライアンス体制構築に係る費用が増

加する可能性があります。

②当社グループの主力事業である中古自動車業界は、古物営業法に基づき、古物商として各都道府県の公安委員

会から許可を受け、中古自動車の販売・買取を行っております。また、自動車の登録、保険の加入、税金、リ

サイクル料等についても種々の法規制を受けております。今後これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けら

れる場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③当社グループの店舗に併設された一部のサービス整備工場を除いて、道路運送車両法に基づき認証及び指定工

場の認可を得ておりますが、同法の改正や陸運支局の指導等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

（３）為替の変動に関するリスク

 当社グループは、車両を海外へ販売する際に、主に米ドルを中心とした、日本円以外の通貨建てで行っており

ますので、為替変動リスクが当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（４）仕入リスク 

 当社グループは、中古自動車を一般ユーザーから直接買取り、自社大型展示場等で直接販売するという、『買

取直販』を主要なビジネスモデルとしており、自社で仕入れた中古自動車の販売収益が全体の収益の大半を占め

るため、中古車市場が急激に縮小した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）自然災害リスク

 当社グループは、火災や地震等の災害が発生した場合の対応として、緊急対応マニュアル等危機管理の対応策

を有しておりますが、大規模地震など予期を超える天災が発生した時、事業所の閉鎖・休業をすることとなった

場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（６）情報セキュリティに係るリスク

 当社グループは、セキュリティ対策等システムの適切な管理を行っておりますが、情報が漏洩した場合は、顧

客や市場からの信頼が失われ、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、不正アクセス等により各種

システムが正常に稼動しなくなった場合にも影響が予想されます。

（７）従業員に関するリスク

 当社グループは、ワークライフバランスの推進や各種教育制度、人材マネジメント制度の整備を図ってまいり

ました。当社グループが持続的に成長するためには、有能な従業員を継続して雇用し、かつ、育成することでさ

らなる能力向上を図ることが必要となります。また、新たな従業員を雇用し、教育することで、その技術及び能

力を育成しなければなりません。

 こうした中、従業員の雇用に関する競争の激化によって十分な採用人数が確保できず、あるいは不十分な労務

管理によって従業員の健康阻害等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 上記のほか、新型コロナウイルス感染症に対して、緊急事態宣言等が発令された場合に、当社グループ店舗は

営業時間の短縮等を行っております。当社グループは、お客様及び従業員の安全と健康を最優先に考え、感染防

止の取組みを実施したうえで、営業を継続しております。今後、感染拡大等の状況が進行した場合、個人消費の

低迷や来店客の減少等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１）経営成績等の状況の概要 

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」とい

う）の状況の概要、及び経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次

のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況及び分析

当連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日）におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続く

なかで、緩やかな回復基調が続いておりましたが、消費税増税後の新型コロナウイルス感染症の拡大による消費マ

インドの冷え込みなどから、景気の先行きにつきましては、依然として不透明な状況にあります。 

当社グループが属する自動車業界におきましては、新車登録台数（軽自動車含む）は、417万台（乗用のみ、貨

物・バス等除く）となり、前期比4.4％減少となりました。中古車登録台数（軽自動車含む）は、582万台（乗用の

み、貨物・バス等除く）となり、前期比で0.01％の減少となりました（出典：一般社団法人日本自動車販売協会連

合会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会）。 

このような環境の中で当社グループは、第１の営業の柱であるＢtoＣ取引については、期初より『顧客ファース

ト』を掲げ、顧客より良質車両の仕入強化を図り、顧客へ良質な中古車を直接販売する「買取直販」を重視した営

業施策を徹底したこと、また、多様化する顧客ニーズに対応するため、「ピッカピ・カー」のカーチスを目指し、

新たに洗浄サービス、さらに、購入後のアフターメンテナンスを充実するための保証・メンテナンスの見直しなど

を図り、付帯収益の向上に寄与しました。また、インターネット販売にも力を注いでまいります。第２の柱である

ＢtoＢ取引については、約１万２千社のお取引先業者で組成するカーチス倶楽部との紐帯強化を図り、質の良い車

両の拡販を行いました。また、新規の国内有力業者との取引にも注力し、大手中古輸出企業との業務提携を含む新

規取引に注力し、様々な売上構造改革を進めた結果、売上総利益率が21.1％と前期比で0.7％改善いたしました。 

一方で、2019年10月以降の消費税増税の影響や新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛などによる来店

者数の減少、消費マインドの冷え込みに加えて、急激なオークション相場の下落などの外部悪化要因の影響を受

け、販売台数は当初の予想を下回り、売上高は15,974百万円に留まったものの営業利益56百万円（前期は営業損失

159百万円）、経常利益69百万円（前期は経常損失137百万円）を計上することとなりました。 

また、保有する遊休地などの固定資産売却益を特別利益として118百万円計上したことなどにより、親会社株主

に帰属する当期純利益は156百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失370百万円）となり、利益面では、３

期連続赤字からの脱却を果たし大幅な改善となりました。 

 

② 資金需要

当社グループの資金需要の主なものは、設備投資などの長期資金需要と車両仕入のほか、販売費及び一般管理費

等の運転資金需要であります。 

事業活動のための適切な資金調達、適切な流動性の維持及び財務構造の安定化を図ることを財務方針としており

ます。設備投資などの長期資金需要に対しては、内部留保、長期借入債務により対応しております。また、運転資

金需要には短期借入債務により対応しております。借入債務については、主に金融機関からの借入れによって調達

しております。

 

③ キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ695百万円増加し、残高は2,841百万

円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益は213百万円となり、たな卸資産の減少762百万円、前渡金の減少201百万円、売上

債権の減少183百万円等の増加要因と、未払金の減少218百万円、仕入債務の減少100百万円等の減少要因によ

り、762百万円の収入となりました（前期は４百万円の支出）。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の売却による収入174百万円、敷金及び保証金の回収による収入31百万円の増加要因と、無形

固定資産の取得による支出236百万円等の減少要因により、88百万円の支出となりました（前期は38百万円の

支出）。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

自己株式の処分による収入199百万円の増加要因と、長期借入金の返済による支出100百万円、配当金の支払

額78百万円等の減少要因により、19百万円の収入となりました（前期は190百万円の支出）。 
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④ 受注及び販売の実績 

a.仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高（千円） 前年同期比（％）

自動車関連事業 12,583,800 △22.8

合計 12,583,800 △22.8

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは、単一セグメントとなっております。

 

b.販売実績

 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

自動車関連事業 15,974,234 △22.2

合計 15,974,234 △22.2

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループは、単一セグメントとなっております。 
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（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。この連結財務諸表の作成に当たり、棚卸資産、有形・無形固定資産、投資有価証券、各引当金等の計上に

関しては、一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠した当社グループ会計方針及び見積り基準に基づき計

上しております。

 

② 経営成績の分析

経営成績の状況については、「第２ 事業の状況 / ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況分析 / （１）経営成績等の状況の概要」をご参照ください。

当社グループの経営に影響を与える要因としては、若年層の車離れや少子化などの市場動向があり、また、消費

税増税後の新型コロナウイルス感染症の拡大による消費マインドの冷え込みなどから、国内における中古車販売は

依然として厳しい状況が続くと予想しております。

当社グループは、これまでオートオークション販売に依存しておりましたが、『脱・オートオークション』の方

針のもと、利益率追求のビジネスモデルへの転換を図っております。それに伴い、従来のビジネスモデルであった

オートオークション販売が減少し、売上高が減少したものと認識しております。しかしながら、利益率の高い『買

取直販』を推し進めることにより、特に下期においては利益率が改善しております。

また、多様化するお客様のニーズに対応するために、他の企業と提携することにより、レンタカー、カーリー

ス、仮想通貨決済など、様々なサービスを開始しております。さらに、不採算店舗の統廃合やコストの見直し等に

より、生産性の向上を図ってまいりました。

 

③ 財政状態の分析 

（流動資産）

当連結会計年度末における流動資産の残高は5,175百万円（前連結会計年度末は5,647百万円）となり、472百万

円減少いたしました。主な要因といたしましては、商品の減少763百万円、受取手形及び売掛金の減少183百万円、

現金及び預金の増加695百万円などによるものであります。

（固定資産）

当連結会計年度末における固定資産の残高は、1,774百万円（前連結会計年度末は1,478百万円）となり、296百

万円増加いたしました。主な要因といたしましては、ソフトウエア仮勘定の増加395百万円などによるものであり

ます。

（流動負債）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、1,086百万円（前連結会計年度末は1,408百万円）となり、322百

万円減少いたしました。主な要因といたしましては、支払手形及び買掛金の減少100百万円、前受金の減少85百万

円、未払金の減少56百万円などによるものであります。

（固定負債）

当連結会計年度末における固定負債の残高は、264百万円（前連結会計年度末は393百万円）となり、128百万円

減少いたしました。主な要因といたしましては、長期借入金の減少100百万円などによるものであります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産の残高は5,598百万円（前連結会計年度末は5,324百万円）となり、274百万円

増加いたしました。主な要因といたしましては、自己株式の処分等による増加276百万円、親会社株主に帰属する

当期純利益156百万円の計上、剰余金の配当79百万円があったことなどによるものであります。

この結果、自己資本比率は78.3％（前連結会計年度末72.5％）となりました。

なお、詳細につきましては、「（１）経営成績等の状況の概要」をご参照願います。 
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４【経営上の重要な契約等】

合弁会社設立に関する合弁契約締結 

当社は、2019年12月18日開催の取締役会決議に基づき、青島新華錦汽車貿易有限公司との合弁会社（持分法適

用関連会社）の設立に関する合弁契約を締結いたしました。 

Ⅰ 設立の目的 

中国に自動車及び関連部品の物流事業及び輸出事業を行う拠点を構築することにより、今後、合弁会社を経由

して、中央アジア、EU方面への物流・輸出などの事業について本格的に進めていくとともに、当社が培ってきた日

本での自動車流通や査定技術のノウハウにより中国国内での中古車市場における事業展開を目指してまいります。 

Ⅱ 合弁会社の概要 

（1）名称 青島新馳汽車有限公司 

（英語名：Qingdao SinTi Automobile Co., Ltd.） 

（2）所在地 中国（山東）自由貿易試験区青島片区前湾保税港区北京路45号総合办公楼207室

（Ａ） 

（3）代表者の役職・氏名 董事長  張航（青島新華錦汽車貿易有限公司 董事） 

副董事長 大庭寿一（当社 代表執行役社長） 

（4）事業内容 中古車および関連部品の輸出 

（5）資本金 100百万円 

（6）設立年月日 2020年１月７日 

（7）決算期 12月期 

（8）出資比率 青島新華錦汽車貿易有限公司            66.66％ 

株式会社カーチスホールディングス   33.34％ 

 

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は218百万円であります。そのうち主な設備の投資につきま

しては、自動車関連事業において、新基幹システムの構築費用159百万円であります。

 

２【主要な設備の状況】

(１）提出会社

（2020年３月31日現在） 
 

事業所名 
（所在地） 

セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（名） 建物及び 

構築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
（面積㎡) リース資産 その他 合計 

本社 

（東京都千代田区） 
全社

事務所 

設備 
160,207 － 

460,496 

(16,465.57) 
－ － 620,703 24 

 

(２)国内子会社

（2020年３月31日現在） 
 

 
会社名 

 

事業所名 
（所在地） 

セグメント
の名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（名） 建物及び 

構築物 
機械装置及
び運搬具 

リース資産 その他 合計 

株式会社 

カーチス 

本社 

（東京都千代田区） 

自動車関連

事業 

事務所 

設備 
60,289 － － 1,635 61,925 22 

カーチス枚方販売セ

ンター 

（大阪府枚方市） 

自動車関連

事業 

販売店 

設備 
77,039 955 － 1,803 79,798 22 

カーチス千葉販売セ

ンター 

（千葉市美浜区） 

自動車関連

事業 

販売店 

設備 
4,283 255 － 152 4,691 18 

カーチスメガ仙台販

売センター 

（仙台市泉区） 

自動車関連

事業 

販売店 

設備 
22,130 3,282 － 4,232 29,645 19 

カーチス南港販売セ

ンター 

（大阪市住之江区） 

自動車関連

事業 

販売店 

設備 
3,137 1,084 － 484 4,706 24 

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(１）重要な設備の新設等

 該当事項はありません。

 

(２）重要な設備の除却等

 該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（2020年３月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（2020年６月26日） 

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名 

内容 

普通株式 24,087,009 24,087,009 
東京証券取引所 

（市場第二部） 

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であ

り、単元株式数は100株であり

ます。 

計 24,087,009 24,087,009 － － 

  （注）「提出日現在発行数」欄には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 決議年月日  2013年8月21日 

付与対象者の区分及び人数（名）
 当社取締役及び執行役 10

 当社従業員 383

 新株予約権の数（個）  60,240

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１ 普通株式 602,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 490

新株予約権の行使期間 自 2013年10月８日 至 2023年９月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額（円）（注）３

 発行価格  490

 資本組入額 245

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、

当社取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

 ※  当事業年度の末日（2020年３月31日）における内容を記載しております。提出の前月末現在（2020年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に

係る記載を省略しております。 

（注）１ 2014年６月27日開催の定時株主総会の決議により、2014年10月１日を効力発生日として、10株を１株にする

株式併合を実施しており、上記株式数は割当日前に当該株式併合が行われたと仮定して調整しております。 

   ２ 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式10株と

する。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。

以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本
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新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これら

の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。 

   ３ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金490円とする。

（但し、2014年３月５日以降から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則市

場における当社株式の普通取引の終値が一度でも300円を下回った場合、下記４①（イ）に定める通り、当社

は残存する全ての新株予約権を300円で行使させる事が出来る。但し、当社が行使を指示する事が出来るの

は、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取

引の終値が300円を下回っている場合に限る。）

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 
調整前 

行使価額 
× 

１ 

分割（または併合）の比率 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己

株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ

る。

調整後行使価額 ＝ 
調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株あたり払込金額 

新規発行前の１株あたりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができるものとする。

４  ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  ① 割当日から2018年９月４日までの間に、下記（ア）（イ）の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自

由に権利を行使する事が出来る。また、2018年９月５日から行使期間の終期までの期間については、新

株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。 

 但し、下記（ア）（イ）のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった

条件は消滅するものとする。 

（ア） 割当日から2018年９月４日までの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の

終値が一度でも800円を上回る事。 

上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、その全てを行使

価額にて行使しなければならない。 

（イ） 2014年３月５日以降から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則

市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも300円を下回る事。 

上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を300円で行使させ

る事が出来る。但し、当社が行使を指示する事が出来るのは、当該時点以降、行使期間の終期ま

での場合において、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が300円を下回

っている場合に限る。 

②下記（a）～（d）に掲げる場合に該当するときには、前記（ア）（イ）の場合であっても、新株予約権

者はその義務を免れる。 

(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 
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(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ

とが判明した場合 

(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事

情に大きな変更が生じた場合 

(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

   ６ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

   再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「（注）１」に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「（注）２」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決

定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

⑧ その他新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2015年４月１日～

2016年３月31日

(注）

432,900 24,086,909 107,034 2,816,009 107,034 846,611

2016年４月１日～

2017年３月31日

(注）

100 24,087,009 24 2,816,034 24 846,636

2017年４月１日～

2018年３月31日
－ 24,087,009 － 2,816,034 － 846,636

2018年４月１日～

2019年３月31日
－ 24,087,009 － 2,816,034 － 846,636

2019年４月１日～

2020年３月31日
－ 24,087,009 － 2,816,034 － 846,636

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【所有者別状況】

              2020年３月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 
金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） - 4 17 56 10 10 4,559 4,656 － 

所有株式数 

（単元） 
- 6,863 470 136,214 8,874 157 86,360 238,938 193,209 

所有株式数の

割合（％） 
- 2.87 0.19 57.00 3.71 0.06 36.14 100 － 

 （注）１ 自己株式3,415,391株は「個人その他」に34,153単元及び、「単元未満株式の状況」に91株含まれておりま

す。

２ 上記「その他法人」には証券保管振替機構名義の株式が56単元含まれております。

（６）【大株主の状況】

    2020年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

株式会社レダグループホールディングス 東京都千代田区紀尾井町４番１号 8,041 38.90 

合同会社ＴＣＴＳ０９ 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 5,161 24.97 

EMMINENCE，LLC 

５２００ ＮＷ ３３ＲＤ ＡＶＥＮＵＥ Ｓ

ＵＩＴＥ １００ ＦＯＲＴ ＬＡＵＤＥＲＤ

ＡＬＥ， ＦＬ ３３３０９ ＵＳＡ 

869 4.21 

加畑 雅之 東京都品川区 869 4.21 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 370 1.79 

カーチスホールディングス取引先持株会 東京都千代田区紀尾井町４番１号 319 1.54 

山田 祥美 東京都中野区 253 1.23 

株式会社ヤマニ 東京都港区麻布台２丁目２番10号 177 0.86 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 160 0.78 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 渋谷区恵比寿１丁目２８番１号 124 0.60 

計 － 16,347 79.08 

 （注）１．上記のほか、自己株式が3,415千株あります。

    ２．損害保険ジャパン日本興亜株式会社は2020年４月１日より損害保険ジャパン株式会社に社名変更しており 

      ます。 

 

- 18 -



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020年３月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 3,415,300 

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,478,500 204,785 － 

単元未満株式 普通株式 193,209 － － 

発行済株式総数   24,087,009 － － 

総株主の議決権   － 204,785 － 

（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。

②【自己株式等】

        2020年３月31日現在 

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社カーチス

ホールディングス 

東京都千代田区紀

尾井町４番１号 

新紀尾井町ビル２

Ｆ 

3,415,300 － 3,415,300 14.18 

計 － 3,415,300 － 3,415,300 14.18 

 （注）「自己名義所有株式数（株）」及び「所有株式数の合計（株）」に含まれない単元未満株式が91株あります。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 1,420 429,290

当期間における取得自己株式 150 49,050

 
（注）当期間における取得自己株式には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株

式
869,565 199,999,950 － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
－ － － －

保有自己株式数 3,415,391 － － －
 
（注）１ 当期間における処理自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡による株式は含まれておりません。

２ 当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

2020年３月期の期末配当金につきまして、取締役会において、2020年３月31日を基準日とする剰余金の配当を行わ

ないことを決議いたしました。

利益配分につきましては、当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事

業展開と経営体質の強化のため内部留保を確保しつつ、安定的に適正な利益還元の実行を基本方針としております。

2020年３月期の業績につきましては、売上高、営業利益、経常利益は予想を下回ったものの、期初より『顧客ファ

ースト』を掲げ、良質車両の仕入強化を図り、顧客へ直接販売する質を重視した「買取直販」営業施策を徹底したこ

とにより、粗利益率の改善が図れたこと、並びに構造改革による経費削減を行ってきた結果、利益面では、３期連続

赤字からの脱却を図ることができております。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による消費マインドの冷

え込み、オークション相場の急激な下落などの外部悪化要因の影響により、当面は、国内販売における売上げの不確

実性等、厳しい状況が続くことが見込まれることから、内部留保を高めるとともに、国内及び海外事業への戦略的な

投資を進めることにより業績の向上を図ることが、中長期的な視点では株主の皆様に対してより大きな還元ができる

ものと判断し、このような結論にいたりました。

なお、当社は毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、現在のとこ

ろ中間配当を行っておらず、期末配当のみを実施する方針であります。また配当の決定機関につきましては、期末配

当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①基本的な考え方

 当社は、経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。そ

の一環として、過半数を社外取締役で構成する報酬・指名・監査の各委員会を取締役会に設置する指名委員会

等設置会社としております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ａ 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、提出日現在以下のとおりであります。 
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ｂ 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状

況 

 当社は、取締役会、報酬・指名・監査の各委員会が、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行い、

執行役会及び執行役が業務執行を行い、経営監督機能と業務執行機能を分離、明確化して、より機動的

かつ効率的な経営を行っております。

会社の機関の内容

ⅰ 取締役会

経営の基本方針に関する意思決定を行うほか、取締役・執行役の業務執行を監督いたします。当社

の取締役会は、取締役兼代表執行役社長 大庭寿一氏が議長を務め、取締役 加畑雅之氏、取締役 大

谷部啓一氏、取締役 長倉統己氏、取締役 渡辺信一氏、取締役 平野忠邦氏、 社外取締役 浜田卓二

郎氏、社外取締役 内田輝紀氏、社外取締役 笠井学氏をそのメンバーとし、取締役９名（うち社外

取締役３名）で構成されており、毎月一回、定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会

を開催しております。

ⅱ 報酬委員会

取締役・執行役の報酬等の基本方針を策定し、並びに個人別報酬の額と内容を決定いたします。当

社の報酬委員会は、社外取締役 浜田卓二郎氏が委員長を務め、社外取締役 内田輝紀氏、取締役 加

畑雅之氏をその委員とし、取締役３名（うち社外取締役２名）で構成されており、毎年一回以上開

催しております。

ⅲ 指名委員会

株主総会に付議する取締役の選解任に関する議案の内容を決定いたします。当社の指名委員会は、

社外取締役 内田輝紀氏が委員長を務め、社外取締役 浜田卓二郎氏、取締役 加畑雅之氏をその委員

とし、取締役３名（うち社外取締役２名）で構成されており、毎年一回以上開催しております。

ⅳ 監査委員会

取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容を決定いたし

ます。当社の監査委員会は、取締役 平野忠邦氏が委員長を務め、社外取締役 浜田卓二郎氏、社外

取締役 内田輝紀氏をその委員とし、取締役３名（うち社外取締役２名）で構成されており、毎月一

回以上開催しております。

ⅴ 執行役会

経営上の業務執行の決定を行います。当社の執行役会は、代表執行役社長 大庭寿一氏が議長を務

め、執行役 加畑雅之氏、執行役 大谷部啓一氏、執行役 長倉統己氏、執行役 渡辺信一氏、執行役 

桃原一二氏をそのメンバーとし、執行役６名で構成されており、毎月一回以上開催しております。

 

ｃ 当該体制を採用する理由

 当社は、取締役による経営機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役の役割分

担の明確化及び意思決定の迅速化を図ること、また、経営の監督機能として、社外取締役を活用するこ

とにより経営の透明性の向上を図ることを目的に、指名委員会等設置会社の組織形態を採用いたしまし

た。

 

③内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

ａ 執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ 当社は、コンプライアンスを経営の基盤として、健全で継続的な成長を目指し、社会及び株主各位と

良好な信頼関係を構築するとともに、お客様の信頼に応えるために取締役会の中に、報酬委員会・指

名委員会・監査委員会を設置し、執行役会とともに順法性・適正性を重視した経営体制を構築しま

す。また、ディスクロージャーについても、迅速かつ充実した開示に努めます。

ⅱ 執行役の職務執行に関して、法令・定款等の遵守状況を検証する適法性監査は、監査委員会規程及び

監査計画に基づき監査委員会が実施します。

ⅲ 取締役会は、執行役の業務執行が執行役規程など法令・定款等を遵守して業務執行しているか、その

有効性及び適正性の観点から監督しています。

 

ｂ 執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 執行役の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に基づき作成・保存します。この情報

は、文書管理規程の定めにより取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態で保存し、その管理は総務

人事部が行います。
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ｃ リスク管理に関する規程と体制 

ⅰ 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合に備え、事前に必要な対応方法を社内規程に

定め、発生したリスクによる損失を最小限にとどめるために必要な対応を行います。また、リスク管

理を統括する組織として、リスク管理委員会を設置しています。 

ⅱ 当社は、法令遵守・企業倫理等を担当する部署としてコンプライアンス部を設置し、当社及び子会社

における当該事項の管理・監督・指導を行います。なお、法令及び社内規程に違反する事実が発生し

た場合、コンプライアンス基本規程により設置されたコンプライアンス委員会が調査し、その内容を

取締役会及び監査委員会に報告する体制を整えています。

 

ｄ 執行役の職務の執行の効率性を確保するための体制 

ⅰ 取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営戦略、

営業戦略等の経営上の重要事項に関して、迅速かつ合理的に意思決定を行い、業務執行状況を監督す

ることによって、執行役による業務執行が効率的に行われることを確保しています。

ⅱ 取締役会は、業務執行について、その権限を執行役に適切な範囲で委任し、執行役は当該業務執行の

責任を有しています。また、取締役会とは別に執行役会を開催し、法令または定款に定める事項の

他、経営上の業務執行の基本事項について議論を行います。

ⅲ 事業運営については、経営環境の変化を踏まえて中期経営計画を策定し、その実行計画として年度予

算、各部署の行動目標を策定し、実行しています。

 

ｅ 財務報告の適正性を確保するための体制

 当社及び当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに従い、「財務報告に係る内部統制の整備・運用

及び評価の基本方針書」を定め、全社レベル並びに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、適正かつ有

効な評価ができるよう内部統制システムの構築及び適切な運用に努め、財務報告の適正性を確保いたしま

す。なお、その体制の構築にあたっては、外部の専門家のアドバイスを得て、内部監査部を中心に全社体

制で取り組んでいます。

 

ｆ 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ 当社は、使用人に倫理並びに法令及び定款等諸規則の遵守を徹底するため、コンプライアンス基本規

程を制定・施行するとともに、使用人が倫理や法令等に違反するまたはそのおそれのある行為を発見

した場合の報告または相談制度として、内部通報制度を整備しております。これにより、倫理または

法令等に違反する行為の早期発見・是正を図っています。

ⅱ コンプライアンス基本規程の目的を達成するため、コンプライアンス部に必要な人員配置を行いま

す。また、コンプライアンス・マニュアルを制定し、使用人に対する適切な研修体制を通じてコンプ

ライアンス意識の維持・向上を図ります。

 

ｇ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ 社内規程に従い、子会社管理は経営企画部が行うものとし、その総括の下、各部門がそれぞれ担当す

る業務の中で子会社の管理を行います。

ⅱ 子会社の取締役または監査役を当社から派遣します。取締役は子会社の職務執行を監視・監督し、監

査役は子会社の業務執行状況を監査します。

ⅲ 当社は、子会社の取締役等の職務執行に係る報告体制として、定期的および必要に応じ、次の横断的

会議体を通じて、当社グループにおける情報の共有・意見交換等に努めます。

・執行役会 

・グループ経営会議 

・グループ共通業務部門会議 

・その他グループ横断的会議 

 

ｈ 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

ⅰ 監査委員会の職務を補助する使用人を配置し、その使用人は監査委員会の指示に基づき、職務を行う

こととします。

ⅱ 監査委員会の職務を補助する使用人の人事考課、懲戒処分等に関する事項は、事前に監査委員会の同

意を得るものとします。

 

ⅰ 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助するために事務局を置き、その独立性を確保するために事務局に属する使用人の

人事に関して、監査委員会は、執行役と意見交換を行います。
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ｊ 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制 

執行役及び使用人は、監査委員会からの求めに応じ、業務執行状況を報告します。また、執行役は、会社

に対し著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員会に報告します。

 

ｋ その他監査委員会が監査の実効性を確保するための体制

ⅰ 監査委員会は、毎月一回開催するものとし、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行い

ます。

ⅱ 監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めま

す。

ⅲ 監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応

じて会計監査人に報告を求めます。

 

ｌ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況等 

 当社は、反社会的勢力への対抗策として、「反社会的勢力対策規程」において「基本方針」を定め、社

会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える「反社会的勢力との関係を一切持たず、いかなる場合において

も反社会的勢力に対し、金銭その他経済的利益を供与しない」ことを明示しており、断固たる態度で反社

会的勢力との関係を遮断・排除することとしています。

 反社会的勢力の対応につきましては、総務人事部長が不当要求防止責任者としてその責務を負い、実質

的な運用及び対応は総務人事部が担当となり、社内関係部門及び管轄警察署等との協力体制を整備し、対

応に備えています。

 加えて、取締役、執行役及び使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、何らかの関係

を有してしまったときは、総務人事部を中心に、顧問弁護士、管轄警察署等と連携し、速やかに当該反社

会的勢力との関係を解消するための措置を講じます。なお、全国の営業拠点においても、同様に対応する

ことを徹底しています。

 

④取締役及び執行役の責任免除

 当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項に定める取締役

（取締役であった者を含む。）及び執行役（執行役であった者を含む。）の当会社に対する損害賠償責任を、

法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役等が職務を遂行するにあ

たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであり

ます。

 

⑤責任限定契約の内容の概要 

 当社は、会社法第423条第１項(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)に基づき、当社定款37条第２項の

規定において、会社法第427条第１項(責任限定契約)に関する賠償責任を限定する契約を締結しております。

その概要は次のとおりであります。

 会社法第425条第１項に定める次に掲げる額の合計額(「最低責任限度額」という)を、当該損害賠償責任の

限度としております。

ａ 在職中に当社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の１年間当たりの額に相当す

る額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、２を乗じて得た額。

 

ｂ 当社の新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第３項各号に掲げる場合に限る)における当該新株予

約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される

額。

 

ｃ 当社は、最高限度額を超える額について、当該損害賠償責任を免除する。なお、当該責任限定が認められ

るのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ら

れます。

 

⑥取締役の定数

 当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
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⑦株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行

うことを目的とするものであります。

 

⑧取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における定足

数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、取締役の選

任決議は、累積投票によらないとする旨も定款で定めております。

 

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

 当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場

取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、資本政策の機動的な遂行

を目的とするものであります。

 

⑩剰余金の配当の決定機関

 当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間

配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 

 

ａ 取締役の状況 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

取締役 加畑 雅之 1953年８月８日生 

 
1979年10月 セントラル通商株式会社(現：株式会社

レダグループホールディングス) 設立 

代表取締役社長 
2011年６月 株式会社創広代表取締役会長 
2012年８月 ＫＡＢホールディングス合同会社(現：

株式会社レダグループホールディング

ス) 代表社員 
  〃11月 当社取締役兼執行役会長（現任） 
  〃 株式会社レダ(現：株式会社レダグルー

プホールディングス)取締役会長 
  〃 株式会社創広取締役会長（現任） 
2014年４月 株式会社カーチス取締役会長（現任） 
  〃12月 株式会社アガスタ取締役会長（現任） 
2015年７月 株式会社レダコーポレーション（現：株

式会社レダ）取締役会長 
2018年６月 株式会社レダグループホールディングス

代表取締役会長兼社長（現任） 
 

（注）３ 869,400 

取締役 大谷部 啓一 1953年12月６日生 

 
1972年４月 株式会社カクダイジャスコ 入社 

1992年４月 
株式会社レダクィーン 設立 代表取締

役社長 

  〃 
株式会社レダ(現：株式会社レダグルー

プホールディングス)取締役 
2001年１月 同社専務取締役（現任） 
2015年７月 株式会社レダコーポレーション(現：株

式会社レダ)代表取締役社長（現任） 
2017年６月 当社社外取締役（現任） 
   〃 株式会社カーチス取締役(現任) 
 

（注）３ － 

取締役 大庭 寿一 1961年12月６日生 

 
1984年４月 株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀

行）入行 
2011年10月 株式会社いなげや 入社 
2013年６月 同社 取締役 
2016年６月 株式会社ウェルパーク 取締役 
2016年９月 当社入社 企画管理本部長 
2017年５月 株式会社カーチス取締役 
    〃６月 当社取締役兼執行役 
  〃 株式会社タカトク取締役（現任） 
2018年６月 株式会社カーチス代表取締役社長（現任） 
    〃12月 当社取締役兼代表執行役社長（現任） 
   〃 株式会社アガスタ代表取締役社長（現任） 
 

（注）３ 1,500 

取締役 長倉 統己 1967年12月15日生 

 
1990年４月 国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社） 入社 
   〃12月 株式会社東邦フーズサービス 設立 代表

取締役社長 
2003年12月 オレガ株式会社 代表取締役社長 
2008年６月 株式会社コネクトテクノロジーズ（現株式

会社ジー・スリーホールディングス） 入

社 
2010年11月 同社取締役 
2012年11月 同社代表取締役社長 
2020年２月 当社入社 企画管理本部長（現任） 
 

（注）３ － 

取締役 渡辺 信一 1955年７月９日生 

 
1978年４月 東京トヨペット株式会社 入社 
2008年４月 株式会社トヨタユーゼック転籍 
2014年６月 同社取締役 
2016年６月 同社常務取締役 
2019年６月 同社上級理事（現任） 
 

（注）３ － 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（株） 

取締役 平野 忠邦 1942年８月20日生 

 
1965年４月 運輸省（現：国土交通省） 入省 
1994年６月 海上保安庁次長 
  〃 社団法人日本旅行業協会（現：一般社団

法人日本旅行業協会）理事長 
1996年７月 日本貨物航空株式会社専務取締役 
2003年６月 関西国際空港株式会社代表取締役副社長 
2009年６月 同社顧問 
2013年12月 当社顧問 
2014年６月 当社取締役兼執行役副会長 
  〃 株式会社カーチス監査役 
2016年６月 当社取締役（現任） 
 

（注）３ 7,500 

取締役 浜田 卓二郎 1941年10月５日生 

 
1965年４月 大蔵省(現：財務省) 入省 
1970年７月 新潟県三条税務署長 
1974年７月 大蔵省主計局主査 
1980年６月 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連

続４期当選) 
1987年11月 外務政務次官(副大臣) 
1991年１月 衆議院社会労働委員長 
  〃８月 衆議院厚生委員長 
  〃11月 衆議院法務委員長 
1998年７月 第18回参議院議員選挙当選 
1999年７月 参議院予算委員会委員 財政金融委員会

理事 
  〃10月 参議院行政監視委員長 
2005年２月 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代

表社員 
2012年11月 当社社外取締役（現任） 
2016年６月 弁護士法人浜田卓二郎事務所 

社員(現任) 
 

（注）３ － 

取締役 内田 輝紀 1941年２月28日生 

 
1964年４月 大蔵省(現：財務省) 入省 
1990年７月 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣

官房審議官(証券局担当) 
1992年６月 大蔵省印刷局長 
1993年６月 電源開発株式会社常務取締役 
2001年４月 株式会社大阪証券取引所副社長 
2002年６月 株式会社武富士取締役副会長 
2007年２月 弁護士登録 
  〃９月 渥美綜合法律事務所(現：渥美坂井法律

事務所・外国法共同事業) 入所 (現

任) 
2012年11月 当社社外取締役（現任） 
 

（注）３ － 

取締役 笠井 学 1949年３月１日生 

 
1971年４月 トヨタ自動車販売株式会社 入社 
2001年４月 東京トヨペット株式会社 常務取締役 
2005年４月 日野自動車株式会社 専務取締役 
2010年４月 東京日野自動車株式会社 代表取締役社

長 
2014年４月 同社顧問 
2018年７月 当社顧問（現任） 
 

（注）３ 5,000 

計 883,400 
 
（注）１  浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。 

２  当社の委員会体制については次のとおりであります。

報酬委員会  委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀  委員 加畑雅之

指名委員会  委員長 内田輝紀  委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之

監査委員会  委員長 平野忠邦  委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀

３   取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

とする旨を定款に定めております。 
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ｂ 執行役の状況 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

執行役 

(会長） 
加畑 雅之 1953年８月８日生 

 

取締役の状況参照  

 

（注）１ 869,400 

代表執行役 

（副会長） 
大谷部 啓一 1953年12月６日生 

 

取締役の状況参照  

 

（注）１ － 

代表執行役 

（社長） 
大庭 寿一 1961年12月６日生 

 

取締役の状況参照  

 

（注）１ 1,500 

執行役 長倉 統己 1967年12月15日生 

 

取締役の状況参照  

 

（注）１ － 

執行役 渡辺 信一 1955年７月９日生 

 

取締役の状況参照  

 

（注）１ － 

執行役 桃原 一二 1976年６月３日生 

 
1999年４月 当社 入社 

2008年９月 株式会社カーチス執行役員

兼東海近畿事業部事業部長 
2009年10月 同社中京京阪ブロック部長

代理 
2013年４月 同社営業本部リテール営業

部千葉ＣＴ支店長 
2014年４月 同社販売事業本部リテール

営業部営業部長 
2015年４月 同社販売事業本部東日本リ

テール営業部営業部長 
  〃10月 株式会社カーチス九州販売

取締役 
2016年４月 同社代表取締役社長 

2018年４月 株式会社カーチス九州営業

部統括部長 
  〃11月 同社九州営業グループ営業

部長 
2019年４月 株式会社タカトク 代表取

締役社長（現任） 
2019年６月 当社執行役（現任） 

 

（注）１ － 

計 870,900 

(注)１ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集

される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。 

 

② 社外役員の状況 

ａ 員数及び利害関係 

当社は、３名の社外取締役を選任しております。 

社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜

田卓二郎事務所と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませ

ん。 

社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美

坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害

関係はありません。 

社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月まで当社と顧問契約を締結し、当社の経営会議等にお

ける助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす

おそれはないと判断しております。 

ｂ 企業統治において果たす機能及び役割 

社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や

意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、

重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。 

浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長

年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章さ

れました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、当社の経営全般に助力をいただく
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とともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけ

るものと判断しております。 

内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券そ

の他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引

関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくととも

に、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるもの

と判断しております。 

笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株

式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわた

る高い見識を有しており、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化の

ため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。 

 

ｃ 当社からの独立性 

３名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員と

して指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定して

います。 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

係 

 社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員

会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密

な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。 

 また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に

応じて会計監査人に報告を求めます。
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（３）【監査の状況】

① 監査委員会監査の状況 

当社の監査委員会は、社外取締役２名を含む取締役３名で構成され、内部監査部門及びコンプライアンス部門

との連携を図りながら、監査委員会で策定した監査に関する基本的な方針及び活動計画に基づき、実効性のある

適切な監査を実施しております。その具体的な内容については、以下のとおりです。

 

ａ 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

ⅰ 監査委員会の職務を補助する使用人を配置し、その使用人は監査委員会の指示に基づき、職務を行うこと

とします。

ⅱ 監査委員会の職務を補助する使用人の人事考課、懲戒処分等に関する事項は、事前に監査委員会の同意を

得るものとします。

 

ｂ 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助するために事務局を置き、その独立性を確保するために事務局に属する使用人の

人事に関して、監査委員会は、執行役と意見交換を行います。

 

ｃ 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制

執行役及び使用人は、監査委員会からの求めに応じ、業務執行状況を報告します。また、執行役は、会社

に対し著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員会に報告します。

 

ｄ その他監査委員会が監査の実効的に行われていることを確保するための体制

ⅰ 監査委員会は、毎月一回開催するものとし、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行いま

す。

ⅱ 監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。

ⅲ 監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応じて

会計監査人に報告を求めます。

 

② 内部監査の状況 

当社の内部監査は、内部監査部が内部監査規程に基づき、当社グループ全体の業務全般に関して、業務の適正

性、運用方法の有効性やコンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を、代表執行役社長及び

監査委員会に報告します。監査委員会は、当該報告に対して、適宜指示又は助言をすることができ、内部監査と

監査委員会監査との連携を図ることによって、当社における監査の実効性を高めております。

 

③ 会計監査の状況 

ａ．監査法人の名称 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 

 

ｂ．継続監査期間 

６年 

 

ｃ．業務を執行した公認会計士 

田邊 晴康 

千葉 達哉 

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成 

当社の会計監査業務における補助者は、公認会計士２名、その他６名であります。 

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由 

当社は、監査法人の選定に際しては、当社グループ全体の業務に対して必要な監査業務を実施することが

できる一定程度の規模を有しており、監査計画の効率性、監査費用の合理性、これまでの監査実績等を総合

的に勘案し、判断いたしております。ＰｗＣあらた有限責任監査法人を会計監査人に選任した大きな要因

は、同法人が多くの国内上場企業をクライアントとする大手の監査法人であり、当社が適正に企業価値を高

め上場企業として成長を図るために最適であると考えたためであります。

 

ｆ．監査委員会による監査法人の評価 

当社の監査委員会は監査法人の評価を行っており、ＰｗＣあらた有限責任監査法人について、会計監査人

の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
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④ 監査報酬の内容等 

ａ．監査公認会計士等に対する報酬 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく報
酬（千円） 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく報
酬（千円） 

提出会社 29,500 － 33,000 － 

連結子会社 － － － － 

計 29,500 － 33,000 － 

当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該

当事項はありません。

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク(ＰｗＣ)に対する報酬(ａ．を除く) 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく報
酬（千円） 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく報
酬（千円） 

提出会社 － － － － 

連結子会社 － － － － 

計 － － － － 

当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該

当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 

該当事項はありません。 

 

ｄ．監査報酬の決定方針 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検

証のうえ、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断したうえで決定することとし

ております。 

 

ｅ．監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

当社監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠

等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額が合理的である

と判断し、同意いたしました。 
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（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額の決定に関する方針

 報酬委員会は、指名委員会等設置会社である当社の取締役・執行役の報酬決定機関として、公正かつ適

正に報酬を決定するものとしております。取締役及び執行役の報酬体系は、各個人がその職責において株

主の期待に応え、当社グループの企業価値向上に資するためのものとし、報酬等の水準については、当社

グループの発展を担う優秀な人材を確保・維持できるレベルに設定するものとしております。

 報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別報酬等の決定に関する方針を以下のとおり決定し、こ

の方針に従い取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定するものとしております。

ⅰ 取締役は、主な職務が当社グループ全体の重要な意思決定及び業務執行の監督であることから優秀且

つ幅広い見識のある人材を確保する為の報酬体系とすることを基本方針としております。なお、取締

役の報酬の構成は、固定報酬、及びストックオプション等とし、その水準と構成比については、基本

方針に則り設定いたします。

ⅱ 執行役は、当社グループ全体の業務執行を担うことから、会社業績の向上を図るため優秀な人材を確

保するとともに、業績や株価との連動を重視した報酬体系とすることを基本方針としております。な

お、執行役の報酬の構成は、固定報酬、賞与(業績連動型)、及びストックオプション等とし、その水

準と構成比については、基本方針に則り設定いたします。

ⅲ 執行役が使用人を兼ねているときは、使用人部分を含めた報酬等の総額を決定するものといたしま

す。ただし、取締役を兼任する執行役は、使用人部分への報酬等の振分けはできないものとしており

ます。

ⅳ 個人別の報酬等の内容の決定については、公平性・妥当性を考慮し、適正な報酬等を定めるものとし

ております。

ⅴ 個人別の報酬等の内容の決定は、以下の事項等を勘案した上で、合理的な範囲内で報酬等を定めるも

のとしております。
 
＜就任時＞ 

・当社の前事業年度または直近の業績及び財務状況 

・当社の属する業界全体の業績・景況感 

・当社経営陣に対する報酬等の支給実績 

・対象者の能力・知識・スキル・経験及び執行役の場合は委任される職責 

＜変更時＞

・個人別の報酬等について、就任時に定めた報酬より増額又は減額する場合においては、その理由及

び根拠を明確にした上で、合理的な範囲内で報酬等の内容を決定するものとしております。 
 

ⅵ 当社の役員報酬につきましては、2006年６月29日開催の株主総会にて（指名委員会等設置会社移行

前）、160百万円（年額）を限度とする旨が決議されております。なお、当事業年度における当社の

役員報酬につきましては、2019年６月27日開催の報酬委員会において決定いたしております。

ⅶ 当社の執行役の報酬には業績連動賞与が含まれており、その報酬に占める割合・構成比については、

上記の基本方針に則り決定することとしております。なお、執行役が当社の業務執行を担っており、

その業務執行が当社の業績に寄与した功績を判断するには事業本来の利益を基準とすることが合理的

かつ妥当である考え、当社では、連結営業利益を業績連動賞与の指標として選択しており、当該事業

年度における業績予想値に対する達成度合いに応じて月額報酬の何ヶ月分とするという方法により、

報酬の額を決定しております。また、その算定方法や上限支給額について、役位ごとの区別はござい

ません。なお、当事業年度の業績連動賞与につきましては、月額報酬の２ヶ月分を上限といたしてお

ります。 

 

＜業績連動賞与の指標（当事業年度）＞ 
 
    連結営業利益      支給月数 
 
340百万円以上450百万円未満   １ヶ月分 

450百万円以上          ２ヶ月分 

 

ⅷ 当事業年度においては、2019年６月27日報酬委員会において決定した上記指標の目標である340百万

円を下回る実績だったため、業績連動賞与の支払いはございません。 
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② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 
役員の員数 
（名） 固定報酬 業績連動賞与

ストック
オプション等

取締役 39,660 39,660 － － 7 

（うち社外取締役） （11,760） （11,760） （－） （－） （3） 

執行役 2,217 2,217 － － 1 

合計 41,877 41,877 － － 8 

（うち社外取締役） （11,760） （11,760） （－） （－） (3) 

（注）１ 期末日現在の取締役は６名（うち社外取締役は３名）、執行役は３名であります。

２ 期末日現在の取締役兼執行役は２名。取締役を兼務しない執行役１名であります。

３ 取締役兼執行役の報酬については、取締役の欄に含み、執行役の欄から除いております。

 

③ 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等 

該当事項はありません。 

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの 

該当事項はありません。 

 

（５）【株式の保有状況】

① 提出会社の状況 

 該当事項はありません。 

 

② 最大保有会社の状況 

  当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社カーチスについ 

 ては以下のとおりです。 

ａ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ｂ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分 

当事業年度 前事業年度 

銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（千円） 

銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（千円） 

非上場株式 4 20,176 4 20,176 

非上場株式以外の株式 － － － － 

 

区分 

当事業年度 

受取配当金の 
合計額（千円） 

売却損益の 
合計額（千円） 

評価損益の 
合計額（千円） 

非上場株式 940 － (注) 

非上場株式以外の株式 － － － 

 （注） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損

益の合計額」は記載しておりません。 
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第５【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号）に基づいて作成しております。 

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。 

 

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた

有限責任監査法人により監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握する体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、諸会計基準の変更に対して早期

に検証出来る体制が構築されております。 
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,746,032 3,441,292 

受取手形及び売掛金 506,862 323,156 

商品 2,020,239 1,257,200 

貯蔵品 507 674 

その他 ※２ 374,758 ※２ 153,574 

貸倒引当金 △770 △766 

流動資産合計 5,647,629 5,175,132 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 ※１ 1,114,349 ※１ 1,084,244 

減価償却累計額 △709,756 △726,764 

建物及び構築物（純額） 404,592 357,480 

土地 ※１ 515,582 ※１ 460,496 

その他 228,367 199,626 

減価償却累計額 △185,279 △158,165 

その他（純額） 43,087 41,460 

有形固定資産合計 963,262 859,436 

無形固定資産    

ソフトウエア仮勘定 － 395,741 

その他 501 5,204 

無形固定資産合計 501 400,946 

投資その他の資産    

投資有価証券 20,176 53,516 

差入敷金保証金 488,315 454,835 

破産更生債権等 2,115 1,619 

その他 17,814 16,129 

貸倒引当金 △13,334 △11,594 

投資その他の資産合計 515,088 514,506 

固定資産合計 1,478,852 1,774,890 

資産合計 7,126,481 6,950,023 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 307,674 207,201 

短期借入金 ※３ 20,000 ※３ 20,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 100,000 ※１ 100,000 

未払金 276,269 219,947 

未払法人税等 41,160 59,929 

前受金 382,357 296,553 

賞与引当金 4,963 － 

店舗閉鎖損失引当金 32,138 － 

その他 ※２ 244,326 ※２ 183,051 

流動負債合計 1,408,889 1,086,683 

固定負債    

長期借入金 ※１ 175,000 ※１ 75,000 

預り保証金 10,475 10,317 

繰延税金負債 14,295 9,005 

資産除去債務 175,906 160,361 

その他 17,675 9,831 

固定負債合計 393,353 264,514 

負債合計 1,802,242 1,351,197 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,816,034 2,816,034 

資本剰余金 846,636 846,636 

利益剰余金 2,872,378 2,871,921 

自己株式 △1,366,268 △1,089,341 

株主資本合計 5,168,780 5,445,251 

新株予約権 2,710 2,710 

非支配株主持分 152,748 150,862 

純資産合計 5,324,239 5,598,825 

負債純資産合計 7,126,481 6,950,023 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高 20,525,607 15,974,234 

売上原価 ※１ 16,341,461 ※１ 12,610,421 

売上総利益 4,184,145 3,363,813 

販売費及び一般管理費 ※２ 4,343,207 ※２ 3,307,369 

営業利益又は営業損失（△） △159,061 56,443 

営業外収益    

受取利息 5,132 3,513 

受取配当金 1,540 1,543 

受取手数料 3,939 － 

受取保証料 3,002 1,990 

為替差益 10,520 － 

金利スワップ評価益 914 1,093 

雑収入 13,670 17,064 

営業外収益合計 38,720 25,205 

営業外費用    

支払利息 2,888 1,837 

支払保証料 7,115 7,272 

為替差損 － 1,533 

雑損失 6,722 1,645 

営業外費用合計 16,726 12,288 

経常利益又は経常損失（△） △137,067 69,360 

特別利益    

受取保険金 18,422 11,374 

固定資産売却益 － ※３ 118,990 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 22,094 

特別利益合計 18,422 152,459 

特別損失    

減損損失 ※４ 152,988 ※４ 1,686 

災害による損失 55,356 6,431 

貸倒引当金繰入額 20,193 － 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 37,769 － 

その他 2,267 － 

特別損失合計 268,576 8,118 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△387,221 213,701 

法人税、住民税及び事業税 45,689 64,763 

法人税等調整額 △1,545 △5,290 

法人税等合計 44,143 59,472 

当期純利益又は当期純損失（△） △431,364 154,228 

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △60,421 △1,885 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△） 
△370,943 156,114 
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【連結包括利益計算書】

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △431,364 154,228 

包括利益 △431,364 154,228 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 △370,943 156,114 

非支配株主に係る包括利益 △60,421 △1,885 
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

        (単位：千円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,816,034 846,636 3,322,537 △1,366,165 5,619,043 

当期変動額          

剰余金の配当     △79,215   △79,215 

親会社株主に帰属する当期
純損失(△)     △370,943   △370,943 

自己株式の取得       △103 △103 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）         － 

当期変動額合計 － － △450,159 △103 △450,262 

当期末残高 2,816,034 846,636 2,872,378 △1,366,268 5,168,780 

 

       

  新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 

当期首残高 2,710 213,169 5,834,923 

当期変動額      

剰余金の配当     △79,215 

親会社株主に帰属する当期
純損失(△)     △370,943 

自己株式の取得     △103 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

－ △60,421 △60,421 

当期変動額合計 － △60,421 △510,683 

当期末残高 2,710 152,748 5,324,239 
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

        (単位：千円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,816,034 846,636 2,872,378 △1,366,268 5,168,780 

当期変動額          

剰余金の配当     △79,213   △79,213 

親会社株主に帰属する当期
純利益     156,114   156,114 

自己株式の取得       △429 △429 

自己株式の処分     △77,356 277,356 199,999 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）         － 

当期変動額合計 － － △456 276,927 276,470 

当期末残高 2,816,034 846,636 2,871,921 △1,089,341 5,445,251 

 

       

  新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 

当期首残高 2,710 152,748 5,324,239 

当期変動額      

剰余金の配当     △79,213 

親会社株主に帰属する当期
純利益     156,114 

自己株式の取得     △429 

自己株式の処分     199,999 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

－ △1,885 △1,885 

当期変動額合計 － △1,885 274,585 

当期末残高 2,710 150,862 5,598,825 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△） 
△387,221 213,701 

減価償却費 94,929 58,787 

減損損失 152,988 1,686 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,459 △1,744 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,546 △4,963 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 37,769 △10,043 

受取利息及び受取配当金 △6,673 △5,057 

支払利息 2,888 1,837 

受取保険金 △18,422 △11,374 

固定資産売却益 － △118,990 

売上債権の増減額（△は増加） 220,007 183,706 

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,888 762,871 

未収入金の増減額（△は増加） △17,559 23,475 

前渡金の増減額（△は増加） △162,295 201,245 

仕入債務の増減額（△は減少） △87,108 △100,473 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,212 2,056 

未払金の増減額（△は減少） △80,602 △218,652 

未払費用の増減額（△は減少） △46,452 △48,719 

前受金の増減額（△は減少） 107,092 △85,804 

預り金の増減額（△は減少） 14,216 △51,485 

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,381 39,086 

その他 156,843 △39,762 

小計 24,206 791,383 

利息及び配当金の受取額 5,837 5,057 

利息の支払額 △2,888 △1,837 

災害による保険金収入 18,422 11,374 

法人税等の支払額 △49,895 △43,838 

法人税等の還付額 － 529 

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,316 762,669 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △4,815 △7,495 

有形固定資産の売却による収入 － 174,076 

無形固定資産の取得による支出 △22,790 △236,671 

資産除去債務の履行による支出 △9,860 △16,911 

敷金及び保証金の差入による支出 △987 △127 

敷金及び保証金の回収による収入 17,915 31,834 

投資有価証券の取得による支出 － △33,340 

その他 △17,628 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,165 △88,635 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

リース債務の返済による支出 △2,264 △1,532 

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 － 

長期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000 

自己株式の取得による支出 △103 △429 

自己株式の処分による収入 － 199,999 

配当金の支払額 △78,419 △78,376 

その他 － 130 

財務活動によるキャッシュ・フロー △190,787 19,792 

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,520 1,433 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222,750 695,260 

現金及び現金同等物の期首残高 2,368,782 2,146,032 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,146,032 ※１ 2,841,292 
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 3社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社カーチス、株式会社タカトク、株式会社アガスタ 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 1社 

持分法適用の関連会社の名称 

青島新馳汽車有限公司 

青島新馳汽車有限公司は、当連結会計年度において新たに設立したため、持分法適用の関連会社に

含めております。 

なお、持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。 

４ 会計方針に関する事項 

(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 棚卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 

個別法による原価法（連結貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。 

② 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

③デリバティブ 

時価法によっております。 

(２) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ２年～50年 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。 

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

より規則的な償却を行っております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数として、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

(３) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 店舗閉鎖損失引当金 

店舗の閉鎖に備えるため、閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失額を計上しております。 

(４) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 
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(５) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

② 連結納税制度 

連結納税制度を適用しております。 

 なお、当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において

創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが

行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関す

る取扱い」（実務対応報告第39号  2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号  2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資

産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 

 

（未適用の会計基準等）

(収益認識に関する会計基準等） 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会計基準委員

会） 

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委

員会） 

(1）概要 

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日

より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的

な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。 

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発

点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合

には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。 

(2）適用予定日 

2022年３月期の期首から適用します。 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。 

 

(時価の算定に関する会計基準等） 

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会） 

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日 企業会計基準委員会） 

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会） 

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業会計基準委員

会） 

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委

員会） 

(1）概要 

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳

細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては

Accounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委

員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合

性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。 

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法

を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを

基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較

可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。 
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(2）適用予定日 

2022年３月期の期首から適用します。 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であり

ます。 

 

（会計上の見積りの開示に関する会計基準） 

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日） 

(1）概要 

国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS 

第１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者に

とって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せら

れ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発され、

公表されたものです。 

企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、

原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあ

たっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。 

(2）適用予定日 

2021年３月期の年度末より適用予定であります。 

 

（会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準） 

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日） 

(1）概要 

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に

ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開

示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の

充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないた

めに、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

(2）適用予定日 

2021年３月期の年度末より適用予定であります。 

 

（表示方法の変更）

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収入金の

増減額（△は増加）」、「前渡金の増減額（△は増加）」、「預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度

の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた△8,796千円は、「未収入金の増減額（△は増加）」△17,559千円、「前渡金の増減額

（△は増加）」△162,295千円、「預り金の増減額(△は減少)」14,216千円、「その他」156,843千円として組み替え

ております。 

 

（追加情報）

該当事項はありません。
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（連結貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）

建物及び構築物   6,141千円   5,785千円

土地   515,582   460,496

計   521,723   466,281

 

 担保付債務は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）

１年内返済予定の長期借入金   100,000千円   100,000千円

長期借入金   175,000   75,000

計   275,000   175,000

 

※２ 消費税の取り扱い 

未収消費税等及び未払消費税等は、流動資産の「その他」、流動負債の「その他」にそれぞれ含めて表示し

ております。

 

※３ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。 

連結会計年度における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）
当連結会計年度

（2020年３月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメント

の総額

  1,900,000千円   600,000千円

借入実行残高   20,000   20,000

差引額   1,880,000   580,000

 

（連結損益計算書関係）

※１ 期末商品棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。

 
前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 
  至 2019年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

  34,111千円 25,594千円 

 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 
  至 2019年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

広告宣伝費 641,593千円 356,232千円 

給料手当 1,696,162 1,294,501 

地代家賃 806,339 741,167 
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※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

土地 － 118,670千円

その他 － 320

計 － 118,990

 

※４ 減損損失 

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(１）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 所在地 種類 
減損損失 
（千円） 

店舗等 
福岡県筑紫野市 

兵庫県姫路市 他 
建物及び構築物 

工具、器具及び備品 
103,480 

事務所設備 東京都千代田区 
建物及び構築物 
ソフトウェア 他 19,832 

共用資産 東京都千代田区 
建物及び構築物 

ソフトウェア 他 29,675 

(２)減損損失の認識に至った経緯

減損損失を認識した資産は収益性及び評価額が帳簿価額に比べて著しく低下したことにより、減損

の兆候が認められましたので、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

(３)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額

 建物及び構築物 110,371千円 

 機械装置 565千円 

 工具、器具及び備品 5,253千円 

 車輌運搬具 600千円 

 ソフトウェア 31,159千円 

 商標権 5,038千円 

(４)資産のグルーピングの方法

当社グループは内部管理上の事業所等を単位として資産のグルーピングを行っております。ただ

し、賃貸不動産に関する資産及び遊休資産については個別にグルーピングを行い、提出会社の本社

管理部門に係る資産等は共有資産としており、より大きなグルーピングで評価しております。

(５)回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値及び正味売却価額を用いており、使用価値算定においては将来キャッシ

ュ・フローにて算定しており、正味売却価額の算定に当たっては主に不動産鑑定評価額等を使用し

ております。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

(１）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 所在地 種類 
減損損失 
（千円） 

店舗等 
群馬県前橋市 

大阪府箕面市 他 
建物及び構築物 

工具、器具及び備品 
1,686 

(２)減損損失の認識に至った経緯

減損損失を認識した資産は収益性及び評価額が帳簿価額に比べて著しく低下したことにより、減損

の兆候が認められましたので、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

(３)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額

 建物及び構築物 1,607千円 

 工具、器具及び備品 78千円 
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(４)資産のグルーピングの方法

当社グループは内部管理上の事業所等を単位として資産のグルーピングを行っております。ただ

し、賃貸不動産に関する資産及び遊休資産については個別にグルーピングを行い、提出会社の本社

管理部門に係る資産等は共有資産としており、より大きなグルーピングで評価しております。

(５)回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値及び正味売却価額を用いており、使用価値算定においては将来キャッシ

ュ・フローにて算定しており、正味売却価額の算定に当たっては主に不動産鑑定評価額等を使用し

ております。

 

（連結包括利益計算書関係）

該当事項はありません。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首 

株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

  普通株式 24,087,009 － － 24,087,009 

合計 24,087,009 － － 24,087,009 

自己株式        

普通株式  （注） 4,283,066 470 － 4,283,536 

合計 4,283,066 470 － 4,283,536 

 （注）普通株式の自己株式の増加470株は、単元未満株式の取得によるものであります。 

 

２  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会

計年度増

加

当連結会計

年度減少

当連結会

計年度末

提出会社

（親会社）

2013年第6回

新株予約権
－ － － － － 2,710

合   計 － － － － － 2,710

 

３  配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 79,215 4 2018年３月31日 2018年６月29日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 株式の種類
配当額の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 79,213 利益剰余金 4 2019年３月31日 2019年６月28日
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首 

株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

  普通株式 24,087,009 － － 24,087,009 

合計 24,087,009 － － 24,087,009 

自己株式        

普通株式  （注） 4,283,536 1,420 869,565 3,415,391 

合計 4,283,536 1,420 869,565 3,415,391 

 （注）１．普通株式の自己株式の増加1,420株は、単元未満株式の取得によるものであります。 

２．普通株式の自己株式減少869,565株は、第三者割当による自己株式の処分によるものであります。

 

２  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会

計年度増

加

当連結会計

年度減少

当連結会

計年度末

提出会社

（親会社）

2013年第6回

新株予約権
－ － － － － 2,710

合   計 － － － － － 2,710

 

３  配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 79,213 4 2019年３月31日 2019年６月28日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

     当連結会計年度の期末配当は無配につき、該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

現金及び預金勘定 2,746,032千円 3,441,292千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △600,000 △600,000

現金及び現金同等物 2,146,032 2,841,292

 

（リース取引関係）

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース

（１）リース資産の内容

①有形固定資産

 自動車関連事業における事務機器（工具、器具及び備品）であります。

②無形固定資産

 ソフトウエアであります。

（２）リース資産の減価償却の方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース

（１）リース資産の内容

①有形固定資産

 自動車関連事業における事務機器（工具、器具及び備品）であります。

②無形固定資産

 ソフトウエアであります。

（２）リース資産の減価償却の方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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（金融商品関係）

 前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

 １ 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、運営に必要な資金を通常の営業キャッシュ・フローから調達することを基本としております。

一時的な余資は主に短期的な預金等で運用し、設備投資等で一時的に多額の資金が必要な場合は、その時点での

経営環境によって市場あるいは銀行借入により調達を行うこともあります。投機的な取引は行わない方針であり

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、並びに未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日でありま

す。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について各事業部門における営業管理部門が主要な取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状態等の悪化による

回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表計上額によ

り表されております。

②市場リスク（為替・金利等の変動リスク）の管理

 当社グループは、投資有価証券については定期的に時価や発行体企業（取引先企業）の財務状況等を把握して

おります。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

 当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手

許流動性を連結売上高の１ヶ月分相当に維持することを念頭に、流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定において、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

 ２ 金融商品の時価等に関する事項

  2019年３月31日現在（当社の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

 
連結貸借対照表 

計上額（千円） 
時価（千円） 差額(千円） 

（１） 現金及び預金 2,746,032 2,746,032 ― 

（２） 受取手形及び売掛金 506,862    

     貸倒引当金（※１） △770    

  506,092 506,092 ― 

（３） 破産更生債権等 2,115    

貸倒引当金（※2） △2,014    

  101 101 ― 

（４） 差入敷金保証金 488,315 488,315 ― 

資産計 3,740,540 3,740,540 ― 

（１） 支払手形及び買掛金 307,674 307,674 ― 

（２） 短期借入金 20,000 20,000 ― 

（３） 未払金 276,269 276,269 ― 

（４） 未払法人税等 41,160 41,160 ― 

（５） 長期借入金（※3） 275,000 275,000 ― 

負債計 920,103 920,103 ― 

  （※１）受取手形及び売掛金に対し、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

  （※２）破産更生債権等に対し、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

  （※３）１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
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（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

（３）破産更生債権等 

破産更生債権等については、担保の処分見込額及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算

定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表計上額から現在の貸倒見積高を控除した金

額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

（４）差入敷金保証金

これらは主として店舗の賃貸先に差入れてあるものであり、その運営が長期の展開となるため、返還時

期は長期間経過後になります。これらの時価については、回収見込額を安全性の高い利率で割り引いた

現在価値により算定しております。なお、安全性の高い利率がマイナスの場合は、割引率を零として時

価を算定しております。

負 債

（１）支払手形及び買掛金、(２)短期借入金、（３）未払金、及び（４）未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

（５）長期借入金

これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態が実行

後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、借入金の種類ごとに、元利金の合計額を同様の

新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

   ２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 20,176

預り保証金 10,475

   これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るには多大なコストを要すると見込まれ

ております。したがって、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、時価開示の対象とはして

おりません。

   ３ 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

  １年以内（千円） １年超５年以内（千円） ５年超10年以内（千円） 10年超（千円） 

現金及び預金 2,746,032 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 506,862 ― ― ― 

差入敷金保証金 94,429 204,743 27,075 162,067

合計 3,347,323 204,743 27,075 162,067

 

   ４ 長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

短期借入金 20,000 ― ― ― ― ― 

長期借入金 100,000 100,000 75,000 ― ― ― 

合計 120,000 100,000 75,000 ― ― ― 
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 当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

 １ 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、運営に必要な資金を通常の営業キャッシュ・フローから調達することを基本としております。

一時的な余資は主に短期的な預金等で運用し、設備投資等で一時的に多額の資金が必要な場合は、その時点での

経営環境によって市場あるいは銀行借入により調達を行うこともあります。投機的な取引は行わない方針であり

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、並びに未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日でありま

す。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について各事業部門における営業管理部門が主要な取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状態等の悪化による

回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表計上額によ

り表されております。

②市場リスク（為替・金利等の変動リスク）の管理

 当社グループは、投資有価証券については定期的に時価や発行体企業（取引先企業）の財務状況等を把握して

おります。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

 当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手

許流動性を連結売上高の１ヶ月分相当に維持することを念頭に、流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定において、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

 ２ 金融商品の時価等に関する事項

  2020年３月31日現在（当社の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

 
連結貸借対照表 

計上額（千円） 
時価（千円） 差額(千円） 

（１） 現金及び預金 3,441,292 3,441,292 －

（２） 受取手形及び売掛金 323,156    

     貸倒引当金（※１） △766    

  322,390 322,390 －

（３） 差入敷金保証金 454,835 454,835 －

資産計 4,218,517 4,218,517 －

（１） 支払手形及び買掛金 207,201 207,201 －

（２） 短期借入金 20,000 20,000 －

（３） 未払金 219,947 219,947 －

（４） 未払法人税等 59,929 59,929 －

（５） 長期借入金（※2） 175,000 175,000 －

（６） デリバティブ取引（※3） 801 801 －

負債計 682,880 682,880 －

  （※１）受取手形及び売掛金に対し、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

  （※２）１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

  （※３）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。
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（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

（３）差入敷金保証金 

これらは主として店舗の賃貸先に差入れてあるものであり、その運営が長期の展開となるため、返還時

期は長期間経過後になります。これらの時価については、回収見込額を安全性の高い利率で割り引いた

現在価値により算定しております。なお、安全性の高い利率がマイナスの場合は、割引率を零として時

価を算定しております。

負 債

（１）支払手形及び買掛金、(２)短期借入金、（３）未払金、及び（４）未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

（５）長期借入金

これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態が実行

後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、借入金の種類ごとに、元利金の合計額を同様の

新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

（６）デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

   ２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 53,516

預り保証金 10,317

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るには多大なコストを要すると見込まれて

おります。したがって、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、時価開示の対象とはしており

ません。

   ３ 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

  １年以内（千円） １年超５年以内（千円） ５年超10年以内（千円） 10年超（千円） 

現金及び預金 3,441,292 － － －

受取手形及び売掛金 323,156 － － －

差入敷金保証金 39,573 246,782 62,600 105,880

合計 3,804,021 246,782 62,600 105,880

   ４ 長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

短期借入金 20,000 － － － － －

長期借入金 100,000 75,000 － － － －

合計 120,000 75,000 － － － －
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（有価証券関係）

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

１ その他有価証券

  種類 連結貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 － － －

合計 － － －

 （注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額20,176千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却した投資有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

  該当事項はありません。

 

３ 減損処理を行った投資有価証券 

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

１ その他有価証券

  種類 連結貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 － － －

合計 － － －

 （注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額53,516千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却した投資有価証券（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

  該当事項はありません。

 

３ 減損処理を行った投資有価証券 

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

  ヘッジ会計が適用されないデリバティブ取引

   金利関連

区分 取引の種類
契約金額等

（千円）

契約金額のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引
金利スワップ取引

変動金利・固定支払
275,000 175,000 △1,895 △1,895

合    計 275,000 175,000 △1,895 △1,895

（注）時価の算定方法

   取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

  ヘッジ会計が適用されないデリバティブ取引

   金利関連

区分 取引の種類
契約金額等

（千円）

契約金額のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引
金利スワップ取引

変動金利・固定支払
175,000 75,000 △801 △801

合    計 175,000 75,000 △801 △801

（注）時価の算定方法

   取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 

（退職給付関係）

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

１ 自社株式オプションにかかる資産計上額及び科目名

                                              （単位：千円）

 

前連結会計年度

（自 2018年４月１日

  至 2019年３月31日）

当連結会計年度

（自 2019年４月１日

  至 2020年３月31日）

現金及び預金 2,710 2,710
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２ 自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）自社株式オプションの内容

  2013年第６回新株予約権

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役及び執行役 10名

当社従業員      383名

 株式の種類別の自社株式オプションの数（注）  普通株式   1,090,700株

 付与日  2013年９月５日

 権利確定条件

 「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況

（２）新株予約権等の状況」に記載してお

ります。

 対象勤務期間  対象期間の定めはありません。

 権利行使期間  自2013年10月８日  至2023年９月４日

 （注）株式数に換算して記載しております。 

    2014年10月１日付で、普通株式について10株を１株の割合で株式併合を行っており、当該併合後の株式 

    数となっております。 

 

（２）自社株式オプションの規模及びその変動状況

    当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）において存在した自社株式オプションを対象と

し、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

 

     ①自社株式オプションの数 

  2013年第６回新株予約権

 権利確定前            （株）  

   前連結会計年度末 －

   付与 －

   失効 －

   権利確定 －

   未確定残 －

 権利確定後            （株）  

   前連結会計年度末 602,400

   権利確定 －

   権利行使 －

   失効 －

   未行使残 602,400

 

     ②単価情報 

  2013年第６回新株予約権

 権利行使価格                （円） 490

 行使時平均株価              （円） 312

 付与日における公正な評価単価（円） 4.5

 

３ 自社株式オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 
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（税効果会計関係）

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

       

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 
 
 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

 繰延税金資産      

税務上の繰越欠損金 （注） 9,737,483千円   326,607千円 

貸付金 197,384   197,384

減価償却費償却超過額 64,535   84,990

減損損失 21,947   5,043

商品 9,965   8,897

貸倒引当金繰入超過額 5,117   3,503

電話加入権 4,744   4,178

賞与引当金 1,664   －

その他 76,916   69,104

 繰延税金資産小計 10,119,758   699,709

  税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △9,737,483   △326,607

  将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △382,275   △373,101

 評価性引当額小計 △10,119,758   △699,709

 繰延税金資産合計 －   －

 

 繰延税金負債
     

資産除去債務 14,295千円   9,005千円

 繰延税金負債合計 14,295   9,005

 繰延税金負債の純額 14,295   9,005

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額 

  前連結会計年度（2019年３月31日） 

（単位：千円）

  １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠

損金(※1)
9,397,938 84,966 11,806 19,083 － 223,688 9,737,483

評価性引当金 △9,397,938 △84,966 △11,806 △19,083 － △223,688 △9,737,483 

繰延税金資産 － － － － － － －(※2)

 

  当連結会計年度（2020年３月31日） 

（単位：千円）

  １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠

損金(※1)
62,391 11,806 19,083 － 2,756 230,568 326,607

評価性引当金 △62,391 △11,806 △19,083 － △2,756 △230,568 △326,607

繰延税金資産 － － － － － － －(※2)

（※１） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（※２） 当該税務上の繰越欠損金については、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（企業会計基準適用指針第

     26号 2016年３月28日）に従い、回収不能と判断して全額評価性引当額を認識しております。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

 

 
前連結会計年度

（2019年３月31日）

 

 

当連結会計年度

（2020年３月31日）

法定実効税率 －   30.62％

（調整）      

住民税均等割 －   17.65

子会社適用税率差異 －   3.84

欠損金の期限切れ等 －   4,147.12

評価性引当金の増減額 －   △4,173.20

その他 －   1.80

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －   27.83

 

(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

  前連結会計年度末（2019年３月31日）

   １ 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

  ①当該資産除去債務の概要

 本社及び店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

  ②当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を５～20年と見積り、0.00％～0.91％の割引率を使用して資産除去債務の金額を計算しており

 ます。

  ③当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

 期首残高 178,372千円

 有形固定資産の取得に伴う増加額 11,222

 時の経過による調整額 1,139

 資産除去債務の履行による減少額 △14,828

 期末残高 175,906

 

   ２ 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

   該当事項はありません。

 

  当連結会計年度末（2020年３月31日）

   １ 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

  ①当該資産除去債務の概要

 本社及び店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

  ②当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を５～20年と見積り、0.00％～0.91％の割引率を使用して資産除去債務の金額を計算しており

 ます。

  ③当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

 期首残高 175,906千円

 時の経過による調整額 1,366

 資産除去債務の履行による減少額 △16,911

 期末残高 160,361

 

   ２ 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

   該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

当社グループは、自動車関連事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

当社グループは、自動車関連事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 
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（関連情報） 

前連結会計年度（自  2018年４月１日  至  2019年３月31日）

 １ 製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 ２ 地域ごとの情報

(１）売上高

                                     （単位：千円）

日本 アジア オセアニア アフリカ その他 合計

19,568,539 9,448 251,559 379,313 316,748 20,525,607

(２）有形固定資産 

 本邦以外に保有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 ３ 主要な顧客ごとの情報

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ております。

 

当連結会計年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日） 

 １ 製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 ２ 地域ごとの情報

(１）売上高

                                     （単位：千円）

日本 アジア オセアニア アフリカ その他 合計

15,495,779 14,938 208,029 137,598 117,887 15,974,234

(２）有形固定資産 

 本邦以外に保有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 ３ 主要な顧客ごとの情報

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

当社グループは、単一セグメントとしているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

当社グループは、単一セグメントとしているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度（自  2018年４月１日  至  2019年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

  前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

      関連当事者との取引 

     （１）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の

内容又

は職業

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引

金額

（千円）

科目

期末

残高

（千円）

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

株式会社レ

ダグループ

ホールディ

ングス

(注)1 

4 

東京都

千代田区
100,000

有価証券

の保有お

よび管

理、経営

コンサル

ティング

業、投

資・金融

および不

動産賃貸

業

(注)5

ソフトウ

ェアの共

同開発 

ソフトウ

ェアの共

同開発に

係る開発

資金の前

渡金

7,560 前渡金 164,052

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

   （注）１ 当社役員の加畑雅之及びその近親者が議決権の100％を保有しております。

      ２ 価格その他の取引条件は、取引の都度、双方で協議の上、市場実勢を勘案して決定しております。

      ３ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおり

        ます。

      ４ 株式会社レダグループホールディングスは2018年８月１日付でＫＡＢホールディングス株式会社より

        商号変更しております。

      ５ 株式会社レダグループホールディングスによる被所有割合は41.02％（直接保有）であります。

 

- 62 -



     （２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

     連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の

内容又

は職業

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引

金額

（千円）

科目

期末

残高

（千円）

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

（当該

会社等

の子会

社を含

む）

株式会社

レダグル

ープホー

ルディン

グス

(注)1 

5 

東京都

千代田区
100,000

有価証券

の保有お

よび管

理、経営

コンサル

ティング

業、投

資・金融

および不

動産賃貸

業

(注)6
不動産

賃貸等 

システム

関連
10,700 － －

地代家賃

の支払
13,800

前払費

用
162

未払金 432

株式会社

創広

(注)2

東京都

千代田区
10,000

広告代

理店
(注)7

広告制

作等 

広告 

制作等
144,247 未払金

 

9,371

 

システム

保守 
9,543 未払金

 

884

 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

   （注）１ 当社役員の加畑雅之及びその近親者が議決権の100％を保有しております。

      ２ 当社役員の加畑雅之及びその近親者が議決権の51％を保有しております。

      ３ 価格その他の取引条件は、取引の都度、双方で協議の上、市場実勢を勘案して決定しております。

      ４ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおり

        ます。

      ５ 株式会社レダグループホールディングスは2018年８月１日付でＫＡＢホールディングス株式会社より

        商号変更しております。

      ６ 各社に対する間接所有割合は次の通りとなります。 

        株式会社カーチス41.02％、株式会社タカトク38.93％、株式会社アガスタ27.36％

      ７ 各社に対する間接所有割合は次の通りとなります。

        株式会社カーチス20.92％、株式会社タカトク19.85％、株式会社アガスタ13.95％ 
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  当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

      関連当事者との取引 

     （１）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内

容又は職

業

議決権

等の所

有(被

所有)

割合

(％)

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

(当該会

社等の子

会社を含

む)

株式会社

レダグル

ープホー

ルディン

グス

(注)1 

東京都

千代田区
100,000

有価証券の

保有および

管理、経営

コンサルテ

ィング業、

投資・金融

および不動

産賃貸業

(注)4

ソフト

ウエア

の取得 

 

役員の

兼任 

ソフトウ

エアの取

得

323,118 － －

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

   （注）１ 当社役員の加畑雅之及びその近親者が議決権の100％を保有しております。

      ２ 価格その他の取引条件は、取引の都度、双方で協議の上、市場実勢を勘案して決定しております。ま

た、前期以前に支払済みの前渡金振替額164,052千円を含んでおります。

      ３ 取引金額には消費税等を含んでおりません。

      ４ 株式会社レダグループホールディングスによる被所有割合は39.3％（直接保有）であります。 
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     （２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

     連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類

会社等

の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内

容又は職

業

議決権

等の所

有(被

所有)

割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引

金額

（千円）

科目

期末

残高

(千円)

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

(当該会

社等の子

会社を含

む)

株式会社

創広

(注)1

東京都

千代田区
10,000

広告代理

店
(注)4

広告制

作等 

広告 

制作等
29,218 未払金 1,754

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）１ 当社役員の加畑雅之及びその近親者が議決権の51％を保有しております。

      ２ 価格その他の取引条件は、取引の都度、双方で協議の上、市場実勢を勘案して決定しております。 

      ３ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおりま

す。

      ４ 各社に対する間接所有割合は次の通りとなります。 

        株式会社カーチス20.03％、株式会社タカトク19.00％、株式会社アガスタ13.35％ 

 

- 65 -



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

 
１株当たり純資産額 261.00円

１株当たり当期純損失金額（△） △18.73

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
－

 

 
１株当たり純資産額 263.42円

１株当たり当期純利益金額 7.59

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
－

 
   

 （注）１ 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額
   

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会

社株主に帰属する当期純損失(△)（千円） 
△370,943 156,114

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益又は親会社株主に帰属する当期純損

失（△）（千円） 

△370,943 156,114

普通株式の期中平均株式数（株） 19,803,771 20,567,993

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

             －              －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

 区分 当期首残高（千円） 当期末残高（千円） 平均利率（％） 返済期限

 短期借入金 20,000 20,000 0.46 －

 １年以内に返済予定の長期借入金 100,000 100,000 0.40 －

 １年以内に返済予定のリース債務 1,865 1,576 0.41 －

 長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く）
175,000 75,000 0.40

2020年～

2021年

 リース債務（１年以内に返済予定のものを

除く）
3,870 2,627 0.41 2022年

 その他有利子負債 － － － －

 合計 300,735 199,203 － －

（注）１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

   ２ 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く）及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決

算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

  １年超２年以内（千円） ２年超３年以内（千円） ３年超４年以内（千円） ４年超５年以内（千円） 

長期借入金 75,000 － － －

リース債務 1,576 1,050 － －

 

【資産除去債務明細表】

 本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

（２）【その他】

 当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 4,029,476 8,835,256 11,725,351 15,974,234

税金等調整前四半期(当期)純

利益又は税金等調整前四半期

純損失(△)（千円） 

△55,900 119,841 △24,753 213,701

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失(△) 

（千円） 

△55,925 100,534 △58,621 156,114

１株当たり四半期(当期)純利

益又は１株当たり四半期純損

失(△)（円） 

△2.76 4.91 △2.85 7.59

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失(△)

（円） 

△2.76 7.57 △7.70 10.39
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(2019年３月31日) 

当事業年度 
(2020年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,320,100 1,507,312 

売掛金 ※１ 40,541 ※１ 35,639 

短期貸付金 ※１ 385,000 ※１ 185,000 

前払費用 20,017 13,748 

未収入金 ※１ 44,918 ※１ 113,725 

未収還付法人税等 470 － 

その他 ※１ 203,667 ※１ 573 

流動資産合計 2,014,716 1,855,999 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 241,290 220,496 

工具、器具及び備品 1,158 603 

土地 515,582 460,496 

有形固定資産合計 758,031 681,596 

無形固定資産    

ソフトウエア 3,935 5,075 

ソフトウエア仮勘定 － 371,291 

その他 4,500 3,500 

無形固定資産合計 8,435 379,867 

投資その他の資産    

関係会社株式 2,067,552 2,100,892 

差入敷金保証金 58,282 58,282 

投資その他の資産合計 2,125,835 2,159,175 

固定資産合計 2,892,301 3,220,639 

資産合計 4,907,018 5,076,638 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 
当事業年度 

(2020年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000 

未払金 ※１ 116,571 ※１ 66,427 

未払費用 44,056 109,731 

未払法人税等 2,257 23,235 

前受金 6,924 ※１ 7,052 

預り金 ※１ 7,955 5,154 

未払消費税等 6,010 4,784 

賞与引当金 4,963 － 

その他 － 38 

流動負債合計 288,740 316,423 

固定負債    

長期借入金 175,000 75,000 

長期預り保証金 ※１ 42,645 ※１ 42,517 

繰延税金負債 1,667 1,454 

資産除去債務 12,000 12,000 

金利スワップ負債 1,895 801 

固定負債合計 233,208 131,773 

負債合計 521,949 448,197 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,816,034 2,816,034 

資本剰余金    

資本準備金 846,636 846,636 

資本剰余金合計 846,636 846,636 

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 2,085,956 2,052,400 

利益剰余金合計 2,085,956 2,052,400 

自己株式 △1,366,268 △1,089,341 

株主資本合計 4,382,358 4,625,730 

新株予約権 2,710 2,710 

純資産合計 4,385,069 4,628,440 

負債純資産合計 4,907,018 5,076,638 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当事業年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高 ※１ 548,949 ※１ 428,271 

売上原価 28,581 26,620 

売上総利益 520,368 401,650 

販売費及び一般管理費 ※２ 445,074 ※２ 368,490 

営業利益 75,294 33,160 

営業外収益    

受取利息 ※１ 5,856 ※１ 2,687 

金利スワップ評価益 914 1,093 

雑収入 6,853 ※１ 6,061 

営業外収益合計 13,624 9,842 

営業外費用    

支払利息 2,728 1,731 

雑損失 551 65 

営業外費用合計 3,279 1,796 

経常利益 85,639 41,205 

特別利益    

貸倒引当金戻入額 147,608 － 

固定資産売却益 － 118,670 

特別利益合計 147,608 118,670 

特別損失    

訴訟和解金 1,479 － 

特別損失合計 1,479 － 

税引前当期純利益 231,767 159,876 

法人税、住民税及び事業税 25,239 37,074 

法人税等調整額 △340 △212 

法人税等合計 24,898 36,861 

当期純利益 206,869 123,014 
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

           （単位：千円） 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  

資本準備金 
資本剰余金合
計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 

 
繰越利益剰余
金 

当期首残高 2,816,034 846,636 846,636 1,958,302 1,958,302 △1,366,165 4,254,808 

当期変動額              

剰余金の配当       △79,215 △79,215   △79,215 

当期純利益       206,869 206,869   206,869 

自己株式の取得           △103 △103 

自己株式の処分             － 

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）             － 

当期変動額合計 － － － 127,653 127,653 △103 127,550 

当期末残高 2,816,034 846,636 846,636 2,085,956 2,085,956 △1,366,268 4,382,358 

 

     

  新株予約権 純資産合計 

当期首残高 2,710 4,257,519 

当期変動額    

剰余金の配当   △79,215 

当期純利益   206,869 

自己株式の取得   △103 

自己株式の処分   － 

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

－ － 

当期変動額合計 － 127,550 

当期末残高 2,710 4,385,069 
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当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

           （単位：千円） 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  

資本準備金 
資本剰余金合
計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 

 
繰越利益剰余
金 

当期首残高 2,816,034 846,636 846,636 2,085,956 2,085,956 △1,366,268 4,382,358 

当期変動額              

剰余金の配当       △79,213 △79,213   △79,213 

当期純利益       123,014 123,014   123,014 

自己株式の取得           △429 △429 

自己株式の処分       △77,356 △77,356 277,356 199,999 

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）              

当期変動額合計 － － － △33,555 △33,555 276,927 243,371 

当期末残高 2,816,034 846,636 846,636 2,052,400 2,052,400 △1,089,341 4,625,730 

 

     

  新株予約権 純資産合計 

当期首残高 2,710 4,385,069 

当期変動額    

剰余金の配当   △79,213 

当期純利益   123,014 

自己株式の取得   △429 

自己株式の処分   199,999 

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） － － 

当期変動額合計 － 243,371 

当期末残高 2,710 4,628,440 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

（２）その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。 

（３）デリバティブ 

時価法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

定率法によっております。 

 ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物及び構築物        ３年～50年 

 工具、器具及び備品     ５年～８年 

（２）無形固定資産 

定額法によっております。 

 ソフトウエア（自社利用分）について、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

３ 重要な引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

連結納税制度 

連結納税制度を適用しております。 

 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において創設されたグループ通

算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について

は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報

告第39号  2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第28号  2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ

いて、改正前の税法の規定に基づいております。 

 

(表示方法の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。 
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（貸借対照表関係）

※１ 関係会社に対する金銭債権債務

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

短期金銭債権 469,113千円 334,127千円

短期金銭債務 85,379 58,121

長期金銭債務 36,000 36,300

 

※２ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。 

事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。 

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメント

の総額

  300,000千円   300,000千円

借入実行残高   －   －

差引額   300,000   300,000

 

（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引高

 
前事業年度 

（自 2018年４月１日 
  至 2019年３月31日） 

当事業年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

営業取引による取引高

売上高

 

 

 

537,219千円

 

 

 

416,090千円

営業取引以外の取引による取引高   4,846   2,597

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度２％、当事業年度２％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度98％、当事業年度98％であります。

 販売費及び一般管理費の主な内訳は下記のとおりであります。

 
前事業年度 

（自 2018年４月１日 
  至 2019年３月31日） 

当事業年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

役員報酬 56,226千円 41,877千円 

給与手当 160,444 109,037 

支払手数料 59,932 78,884 

 

（有価証券関係）

前事業年度（2019年３月31日）

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 2,067,552

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しており

ません。

 

当事業年度（2020年３月31日）

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 2,067,552

関係会社株式 33,340

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しており

ません。
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（税効果会計関係）

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
 

 

 

前事業年度

(2019年３月31日） 

  当事業年度

(2020年３月31日） 

 繰延税金資産 

 税務上の繰越欠損金 

 

3,921,625千円 

   

68,355千円 

 貸付金 197,353   197,384 

 その他 8,958   8,658 

繰延税金資産小計 4,127,937   274,398 

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,921,625   △68,355 

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △206,311   △206,043 

評価性引当額小計 △4,127,937   △274,398 

繰延税金資産合計 －   － 

       

 繰延税金負債      

 資産除去債務 1,667千円   1,454千円 

繰延税金負債合計 1,667   1,454

繰延税金負債の純額 1,667   1,454

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異となった主要な

項目別の内訳 
 

 

 

前事業年度

(2019年３月31日）

  当事業年度

(2020年３月31日）

 法定実効税率 

(調整)

     30.62％   30.62％ 

交際費の損金不算入 0.14   0.80

住民税均等割等 0.52   0.76

欠損金の期限切れ

評価性引当額の増減額

その他

47.66

△67.53

△0.67

  2,400.95

△2,411.78

1.71

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.74   23.06

 
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

                                               （単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却 
累計額 

有形固定資産 

建物及び構築物 241,290 － － 20,794 220,496 117,292 

工具、器具及び備品 1,158 － － 554 603 9,555 

土地 515,582 － 55,085 － 460,496 － 

計 758,031 － 55,085 21,349 681,596 126,847 

無形固定資産 

ソフトウエア 3,935 3,438 － 2,297 5,075 － 

ソフトウエア仮勘定 － 371,291 － － 371,291 － 

その他 4,500 － － 1,000 3,500 － 

計 8,435 374,729 － 3,297 379,867 － 

(注)１．土地の当期減少額55,085千円は、売却に伴う減少額であります。 
２．ソフトウエアの増加額3,438千円は、社内利用ソフトウエアの取得によるものであります。 

３．ソフトウエア仮勘定の増加額371,291千円は、基幹システムの購入9,979千円及び前渡金からの振替361,312千円

であります。 

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 4,963 98 5,061 －

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎年６月下旬

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
３月31日 

９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

(特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

 三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額。

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事

故その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に

掲載して行う。 

公告掲載URL

http://www.carchs-hd.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はございません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第32期）（自2018年４月１日 至2019年３月31日）2019年６月28日関東財務局長に提出

 

（２）訂正有価証券報告書

 2019年７月５日関東財務局長に提出

 2019年６月28日提出の有価証券報告書に係る訂正有価証券報告書であります。

2020年６月26日関東財務局に提出

2019年６月28日提出の有価証券報告書に係る訂正有価証券報告書及び確認書であります。

 

（３）内部統制報告書並びにその添付書類

2019年６月28日関東財務局長に提出

 

（４）四半期報告書及び確認書

（第33期第１四半期）（自2019年４月１日 至2019年６月30日）2019年８月８日関東財務局長に提出

（第33期第２四半期）（自2019年７月１日 至2019年９月30日）2019年11月７日関東財務局長に提出

（第33期第３四半期）（自2019年10月１日 至2019年12月31日）2020年２月13日関東財務局長に提出

 

（５）臨時報告書 

2019年６月28日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（剰余金処分、取締役選任）に基づく臨時報告書で

あります。

 

2020年５月27日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（会計監査人の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。 

2020年５月27日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表執行役の異動）に基づく臨時報告書であります。 

 

 

- 78 -



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

  2020年６月26日

株式会社カーチスホールディングス  

 

  取 締 役 会 御 中      

 

  ＰｗＣあらた有限責任監査法人  

  東 京 事 務 所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
   公認会計士    田邊 晴康 ㊞ 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
   公認会計士    千葉 達哉 ㊞ 

 
 

＜財務諸表監査＞

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カーチスホールディングスの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社カーチスホールディングス及び連結子会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。 

連結財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。 

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 



・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意

見に対して責任を負う。 

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい

る場合はその内容について報告を行う。 

＜内部統制監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社カーチスホールディ

ングスの2020年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

当監査法人は、株式会社カーチスホールディングスが2020年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

内部統制監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。 

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。 



・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。 

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内

部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告

を行う。 

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい

る場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 

 （※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



 
独立監査人の監査報告書 

 

  2020年６月26日

株式会社カーチスホールディングス  

 

  取 締 役 会 御 中      

 

  ＰｗＣあらた有限責任監査法人  

  東 京 事 務 所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
   公認会計士    田邊 晴康 ㊞ 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
   公認会計士    千葉 達哉 ㊞ 

 
 
 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カーチスホールディングスの2019年４月１日から2020年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行

った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

カーチスホールディングスの2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。 

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 



・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい

る場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 （※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提
出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年６月26日 

【会社名】 株式会社カーチスホールディングス

【英訳名】 Carchs Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 大庭 寿一

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町４番１号 新紀尾井町ビル２Ｆ

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社取締役兼代表執行役社長大庭寿一は、当社の第33期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）の有価証券報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はございません。 

 



【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2020年６月26日 

【会社名】 株式会社カーチスホールディングス 

【英訳名】 Carchs Holdings Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 大庭 寿一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町４番１号 新紀尾井町ビル２Ｆ 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 

当社取締役兼代表執行役社長大庭寿一は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」といいます。）の財務報告に係

る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の

基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統

制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

財務報告に係る内部統制は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するため

に、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる企業会計

の原則に従って連結財務諸表および財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針及び手続が含まれておりま

す。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な

範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防

止又は発見することができない可能性があります。 

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2020年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっ

ては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 

本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえまして、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におき

ましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループにつきまして、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点

から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決

定しており、当社及び連結子会社２社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内

部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社１社（※除外する連結子会社として株式会社タカト

ク）につきましては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めており

ません。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算（連結会社間取引

消去後）の金額が高い拠点から合算していき、当連結売上高予算の概ね２／３に達している１事業拠点を「重要な事業拠

点」としました。選定した重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目としまして売上高、

仕入高、売掛金、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。 

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につきまして、重要な虚偽記載の

発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き

い業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

 

３【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当社取締役兼代表執行役社長大庭寿一は、2020年３月31日時点における、当社グループの財務報告

に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

 

４【付記事項】

 該当事項はありません。 

 

５【特記事項】

 該当事項はありません。 

 


